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救急医療（病院前救護を含む） 1 

（ア）施策の現状・課題 2 

ａ．病院前救護 3 

〔メディカルコントロール体制〕 4 

救急現場から医療機関までの搬送体制の強化や救急救命士*を含む救急隊員が行う5 

応急処置等の質の向上など、病院前救護*体制を充実するため、千葉県では平成１４6 

年１１月から千葉県救急業務高度化推進協議会を設置し、全県的なメディカルコント7 

ロール*体制について協議・調整を行っています。 8 

なお、本県については、県内１０地域に地域メディカルコントロール協議会が設置9 

されています。 10 

消防機関による傷病者の搬送及び医療機関による受入れが適切かつ円滑に行われ11 

るよう、「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準*」（以下「実施基準」という。）12 

を平成２３年度から運用しています。掲載内容については、適宜、見直しを行ってい13 

ます。 14 

救急救命士は、心肺停止状態などの重篤な傷病者に対し、医師の具体的な指示のも15 

と、静脈路確保、気管挿管、薬剤投与などの救急救命処置を行うことができ、救命率16 

の向上に大きな役割を果たすことから、救急救命士の技術・質の向上を図る必要があ17 

ります。 18 

 19 

〔ＡＥＤ*〕 20 

心肺機能停止患者の救命には、第一発見者など県民による速やかな一次救命処置*21 

（ＢＬＳ）が重要であり、これを踏まえ「千葉県ＡＥＤの使用及び心肺蘇生法の実施22 

の促進に関する条例」が施行されました。しかし、ＡＥＤ使用率が低いことから、心23 

肺蘇生法等の応急処置に関する知識や技術、ＡＥＤの使用方法に関する更なる普及啓24 

発が必要です。 25 

 
26 

〔ドクターヘリ及びドクターカー〕 27 

医師等が現場に急行し、速やかな救命医療の開始と高度な医療機関への迅速な収容28 

により、重篤患者の救命率の向上及び後遺症の軽減を図ることを目的に、ドクターヘ29 

リ*を日本医科大学千葉北総病院（平成１３年１０月から）と、国保直営総合病院君30 

津中央病院（平成２１年１月から）に配備しており、その出動件数は年々増加してい31 

ます。 32 

また、救急患者の救命率向上を目的に、救急現場及び搬送途上で応急処置を行うド33 

クターカー*が、救命救急センター*のうち７箇所に整備されています。 34 

さらに、医師をいち早く現場に到着させ、速やかに治療を開始することを目的とし35 

たラピッドカー*が、３箇所に整備されています。 36 

 37 

 38 
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〔救急搬送件数の増加〕 1 

救急車の搬送件数は、平成２８年が３１０，６０２件と３０万件を上回っており、2 

搬送される人数は、平成２８年で２７７，１６７人と増加傾向にあり、急速な高齢化3 

に伴いこの傾向は一層強まることが予想されます。また、１１９番通報から医療機関4 

に収容するまでの平均時間は、平成２８年で４４．１分と依然として長時間であり、5 

救急搬送時間を短縮するための対策が喫緊の課題となっています。 6 

また、千葉県における搬送困難事例（受入交渉回数５回以上又は現場滞在時間３０7 

分以上）の割合は、年々増加しています。この搬送困難事例を減らすため、消防機関8 

や医療機関といった関係機関と連携を図っていくことが必要です。長時間搬送先が決9 

まらない救急患者を一時的であっても受け入れる医療機関を確保する搬送困難事例10 

受入医療機関支援事業を千葉保健医療圏において実施しています。 11 

さらに、救急隊と二次及び三次救急医療*機関との間における迅速な搬送先の確保及び12 

救急患者の円滑な搬送を図るため、救急医療機関の応需情報*の集約化と情報提供及び13 

救急隊と医療機関との間で患者搬送支援の調整を行う救急コーディネーターを香取14 

海匝地域に配置しています。 15 

救急患者を迅速かつ適切な医療機関へ搬送する一助として、消防機関及び医療機関16 

に救急医療機関等が入力した応需情報を提供するちば救急医療ネット*を運用してい17 

ます。 18 

 19 

県では、緊急性の高い潜在的な急病傷病者の早期受診の促進など大人を対象とした20 

救急安心電話相談*を実施し、症状の緊急性や救急車の要否について判断に悩む県民に21 

対し、医学的見地から適切に助言します。 22 

また、軽症*の患者であっても二次や三次の救急医療機関を受診する患者が多く、本23 

来の救急患者の診療に支障をきたすこともあることから、救急医療体制の体系的仕組24 

みや適正な利用方法について普及啓発を図ることが必要です。 25 

 26 

図表 2-1-1-2-6-1 千葉県の救急搬送人員の推移 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

資料：救急・救助の現況（消防庁）     40 
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 1 

図表 2-1-1-2-6-2 千葉県の救急搬送時間の推移 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

資料：救急・救助の現況（消防庁）     16 

 17 

ｂ．救急医療（初期～第三次） 18 

救急患者が症状の程度に応じて適切な医療が受けられるよう、初期診療を行い、手19 

術や入院治療が必要な救急患者を第二次救急医療施設に転送する役割を受け持つ初20 

期救急医療*、入院や手術を必要とする救急患者に対処するための後方医療施設である21 

二次救急医療*、重篤救急患者に対して迅速な救命医療を提供する三次救急医療と、体22 

系的な整備が図られています。 23 

 24 

〔初期救急医療体制の推進〕 25 

初期救急医療体制については、市町村等が地区医師会の協力を得て行う在宅当番医26 

制*（１６地区）や夜間・休日急病診療所*（２２箇所）により実施しています。歯科27 

については歯科急病診療所*（１３箇所）により実施しています。 28 

 29 

〔二次救急医療体制の充実〕 30 

第二次救急医療体制については、千葉県が認定する救急病院・救急診療所（救急告31 

示医療機関*）や地域内の病院群が共同連帯して、輪番制方式により休日・夜間等にお32 

ける救急患者の診療を受け入れる病院群輪番制*（２０地区）により実施しています。 33 

 34 

〔三次救急医療体制の整備〕 35 

第三次救急医療体制については、２４時間応需体制の救命救急センター（１３箇所）36 

を整備しています。そのうち、千葉県救急医療センターは、広範囲熱傷、指肢切断等37 

の特殊疾病患者に対する救命医療を行うために必要な診療機能を有する「高度救命救38 

急センター*」に認定されています。 39 

千葉県平均 

全国平均 
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本県独自の制度として、人口規模の大きな保健医療圏及び面積規模の大きな保健医1 

療圏等において、三次救急医療機関の補完的役割を果たす救急基幹センター*が５箇2 

所整備されています。 3 

平成２８年の救急隊による救急患者の搬送人員２７７，１６７人のうち、死亡患者4 

は、約１％、重症*患者は約７％、中等症*患者は約４３％、入院を必要としない軽症5 

患者が約４９％を占めています。 6 

 7 

（イ）循環型地域医療連携システムの構築 8 

効果的、効率的な救急医療の充実を図るため、救急医療の循環型地域医療連携シス9 

テムでは、軽い症状の患者が自ら受診する「初期救急医療機関」から中等症の場合に10 

搬送される医療機関として「二次救急医療機関」、重症な場合に搬送される「三次救11 

急医療機関」とその機能の一部を補完する「救急基幹センター」に速やかに移行でき12 

るよう、機能分担と連携の明確化を図ります。 13 

高度で全県的な対応が可能な医療機関を全県（複数圏域）対応型救急医療連携拠点14 

病院*として位置づけ、救命救急センター等と連携し、県内の救急医療水準の向上に取15 

り組んでいきます。 16 

 17 

医師の判断を直接救急現場に届けられるようにするためのホットラインや、救急医18 

療機関と消防機関をオンラインで結ぶちば救急医療ネットの活用を図ることで、関係19 

機関の緊密な連携・協力関係を確保しています。 20 

さらにドクターヘリやドクターカーを積極的に活用することにより、患者の救急医21 

療施設への迅速・円滑な収容に努めています。 22 

 23 

救急対応医療機関とリハビリテーション対応医療機関、地域のかかりつけ診療所*24 

等が、それぞれの機能に応じた役割分担に基づき、連携を強化することにより、効果25 

的な救急医療体制の整備を進めています。 26 

27 
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（ウ）施策の具体的展開 1 

ａ．病院前救護 2 

〔メディカルコントロール体制の強化〕 3 

○ 救急業務の高度化を図るため設置している、「千葉県救急業務高度化推進協議会」4 

と地域メディカルコントロール協議会の活動を推進します。 5 

○ 救急救命士の技術向上のため、研修への参加の促進や、病院実習を受け入れる医6 

療機関の体制整備を図ります。また、メディカルコントロールに従事する医師の資7 

質向上を図るための研修への参加を促進します。 8 

 9 

〔傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準の活用等〕 10 

○ 関係機関への詳細な調査を踏まえ、実施基準の継続的な見直しを行い、消防機関11 

による傷病者の搬送及び医療機関による受入れが適切かつ円滑に行われるよう努12 

めます。 13 

 14 

〔応急処置に関する知識・技術の普及〕 15 

○ 心肺蘇生法等の応急処置に関する知識や技術、ＡＥＤの使用方法について一層16 

の普及啓発に努めるとともに、ＡＥＤの公共施設への設置を推進し、更にＡＥＤ17 

設置の必要性を民間事業者に働きかけます。 18 

○ また、官民を問わず県内にあるＡＥＤの設置場所をより簡便に把握できるよう、19 

地図情報にＡＥＤの設置場所等（施設名・住所・取付位置・使用可能な日時等）の20 

情報を提供します。 21 

 22 

〔ドクターヘリの活用〕 23 

○ 医師等が現場に急行して速やかに救命医療を開始し、医療機関に迅速に搬送でき24 

る医療体制を確保するため、日本医科大学千葉北総病院及び国保直営総合病院君津25 

中央病院に配備されたドクターヘリの効率的な活用に努めます。 26 

 27 

〔救急車の適正利用等〕 28 

○ 搬送件数が増加している救急車の適正利用について、引き続き普及啓発に取り組29 

むとともに、ドクターカーや民間の搬送事業者等の利用を促進します。 30 

 31 

〔搬送困難事例への対応〕 32 

○ 千葉医療圏において実施している搬送困難事例受入医療機関支援事業の効果を33 

検証し、他保健医療圏への拡大を検討します。 34 

 35 

〔救急医療情報の提供〕 36 

○ ちば医療なび*やちば救急医療ネットを通じて、県民に対し、検索機能による医療37 

機関情報や、在宅当番医療機関、夜間等の急病診療所情報等の提供を行います。 38 

 39 
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ｂ．救急医療（初期～第三次） 1 

〔初期救急医療体制の推進〕 2 

○ 初期救急における現状を把握し、休日・夜間急病診療所や在宅当番医制による診3 

療体制の充実・強化に努めます。 4 

 5 

〔二次救急医療体制の充実〕 6 

○ 二次救急医療体制の充実及び三次救急医療体制への支援を強化するため、病院群7 

輪番制に参加している救急病院、救急診療所について、施設整備や設備整備を行う8 

など、輪番に参加している医療機関の医療提供体制の充実を図るとともに、初期救9 

急医療機関の後方待機医療機関として、その確保に努めます。 10 

○ 二次救急医療機関の受入体制の充実と医師等の幅広い知識の取得及び技術の向11 

上が図られるよう、救急医療に関する研修を実施していきます。 12 

 13 

〔三次救急医療体制の整備〕 14 

○ 高度救命救急センターである千葉県救急医療センターと千葉県精神科医療セン15 

ターを統合して（仮称）千葉県総合救急災害医療センターを整備することにより、16 

身体・精神の合併症患者等の三次救急間の受入に係るコーディネートを行い、県内17 

救命救急センター等を結ぶネットワークのハブ的役割を担っていきます。 18 

○ 救命救急センターの施設・機能の充実・強化及び運営の円滑化を図るとともに、19 

地域の救急医療の現状を踏まえ、更なる救命救急センターの設置等の検討を行って20 

まいります。 21 

○ 三次救急医療機関の機能を補完する救急基幹センターについて、機能の充実・強22 

化に努めます。  23 

 24 

〔救急医療の適正利用についての普及啓発〕 25 

○ 救急医療体制の仕組みとその適正な利用方法について、引き続き普及啓発に取り26 

組んでいきます。 27 

 28 

29 
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（エ）施策の評価指標 1 

〔基盤（ストラクチャー）〕 2 

指  標  名 現状 目標 

救命講習等受講者数 
約１００，０００人 

（平成２７年度） 

約１１０，０００人以上（平

成３５年度） 

ドクターカーを配備してい

る医療機関数（括弧内は救命

救急センター数：内数） 

２１箇所（７） 

（平成２７年度、救命救

急センターは２８年度） 

３０箇所（１０） 

（平成３５年度） 

医療施設従事医師数 

（救急科）（人口１０万対） 

２．７人 

（平成２８年） 

増加 

（平成３４年） 

救命救急センター設置数 
１３箇所 

（平成２９年度） 

１４箇所 

（平成３５年度） 

 3 

〔過程（プロセス）〕 4 

指  標  名 現状 目標 

心肺停止状態で見つかった

者（心原性*、一般市民の目

撃者有り）のＡＥＤ使用率 

５．０％ 

（平成２７年） 

１０．０％以上 

（平成３５年） 

救急隊と医療機関との平均

交渉回数 

１．３８回 

（平成２７年度） 

１．３０回 

(平成３５年度) 

搬送困難事例（受入交渉回数

５回以上又は現場滞在時間

３０分以上）の割合 

１５．２％ 

（平成２７年度） 

１４．０％ 

(平成３５年度) 

 5 

〔成果（アウトカム）〕 6 

指  標  名 現状 目標 

心肺停止状態で見つかった

者（心原性*、一般市民の目

撃者有り）の 1ヵ月後の生存

率 

１５．１％ 

（平成２７年） 

２０．０％以上 

(平成３５年) 

救急隊覚知*からの医療機関

等収容所要時間の平均 

４４．１分 

（平成２８年） 

４０．０分 

(平成３５年) 

 7 

8 



- 9 - 

 ◎ 

◎ 

図表 2-1-1-2-6-3 千葉県内の救命救急センター及び救急基幹センター 1 

 2 

県循環器病センター 

日医大千葉北総病院 

東京慈恵医大附属柏病院 

成田赤十字病院  

東千葉メディカルセンター 

県立佐原病院 

亀田総合病院  

君津中央病院  

船橋市立医療センター  

旭中央病院  

松戸市立 

総合医療センター 

帝京大学ちば総合医療センター 

高度救命救急センター（１箇所） 

救命救急センター（1２箇所） 

救急基幹センター（５箇所） 

二次医療圏名称 

香取海匝 

印旛 

山武長生夷隅 

君津 

安房 

東葛北部 

東葛南部 

千葉 

市原 

順天堂浦安病院 

千葉メディカルセンター 
県救急医療センター  

公立長生病院 

東京女子医 

八千代医療センター  

東京ベイ・浦安 

市川医療センター 



資料１－（２） 

 

【救急】新旧対照表 

現行計画 第１回審議会案 第２回審議会案 

施策の現状・課題 

【病院前救護】 

 

○ 心肺機能停止患者の救命には、第一発見者など市民による一次救命処置

＊（ＢＬＳ）が重要であることから、心肺蘇生法等の応急処置に関する知

識や技術、ＡＥＤ＊（自動体外式除細動器）の使用方法に関する普及啓発

が必要です。 

 

 

 

○ 救急患者の救命率向上を目的に、救急現場及び搬送途上で応急処置を行

うドクターカー*が、救命救急センター*のうち５か所に整備されていま

す。 

また、医師をいち早く現場に到着させ、速やかに治療を開始することを

目的としたラピッドカー*が、日本医科大学千葉北総病院に整備されてい

ます。 

 

○ 救急車により搬送される人数は、平成２２年で２４５，１６３人であり、

増加の傾向にあります。また、１１９番通報から医療機関に収容するまで

の平均時間は、平成２２年で４２．６分と年々長時間化しており、救急搬

送時間を短縮するための対策が喫緊の課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 救急隊と二次及び三次救急医療機関*との間における迅速な搬送先の確

保及び救急患者の円滑な搬送を図るため、救急医療機関の応需情報*の集

約化と情報提供及び救急隊と医療機関との間で患者搬送支援の調整を行

う救急コーディネーターを東葛飾地域と香取海匝地域に配置しています。 

 

○ 軽症の患者であっても二次や三次の救急医療機関を受診する患者が多

く、本来の救急患者の診療に支障をきたすこともあることから、救急医療

体制の体系的仕組みや適正な利用方法について普及啓発を図ることが必

要です。 

 

【救急医療（初期～第三次）】 

 

○ 初期救急医療体制については、市町村等が地区医師会の協力を得て行う

在宅当番医制*（１７地区）や夜間・休日急病診療所*（２２箇所）により

実施しています。歯科については歯科急病診療所*（１４箇所）により実施

施策の現状・課題 

【病院前救護】 

〔ＡＥＤ＊〕 

○ 心肺機能停止患者の救命には、第一発見者など県民による速やかな一次

救命処置＊（ＢＬＳ）が重要であり、これを踏まえ「ＡＥＤの使用及び心

肺蘇生法の実施の促進に関する条例」が施行されました。しかし、ＡＥＤ

使用率が低いことから、心肺蘇生法等の応急処置に関する知識や技術、Ａ

ＥＤの使用方法に関する更なる普及啓発が必要です。 

 

〔ドクターヘリ及びドクターカー〕 

○ 救急患者の救命率向上を目的に、救急現場及び搬送途上で応急処置を行

うドクターカー*が、救命救急センター*のうち７箇所に整備されていま

す。 

また、医師をいち早く現場に到着させ、速やかに治療を開始することを

目的としたラピッドカー*が、３箇所に整備されています。 

 

〔救急搬送件数の増加〕 

○ 救急車の搬送件数は、平成２７年が３０５，１６０件と初めて３０万件

を上回り、搬送される人数は、平成２７年で２７１，７４５人と増加傾向

にあり、急速な高齢化に伴いこの傾向は一層強まることが予想されます。

また、１１９番通報から医療機関に収容するまでの平均時間は、平成２７

年で４４．６分と年々長時間化しており、救急搬送時間を短縮するための

対策が喫緊の課題となっています。 

 

○ 千葉県における搬送困難事例（受入交渉回数５回以上又は現場滞在時間

３０分以上）の割合は、年々増加しています。この搬送困難事例を減らす

ため、消防機関や医療機関といった関係機関と連携を図っていくことが必

要です。長時間搬送先が決まらない救急患者を一時的であっても受け入れ

る医療機関を確保する搬送困難事例受入医療機関支援事業を千葉保健医

療圏において実施しています。（新規） 

 

○ 救急隊と二次及び三次救急医療機関*との間における迅速な搬送先の確

保及び救急患者の円滑な搬送を図るため、救急医療機関の応需情報*の集

約化と情報提供及び救急隊と医療機関との間で患者搬送支援の調整を行

う救急コーディネーターを香取海匝地域に配置しています。 

 

○ 軽症の患者であっても二次や三次の救急医療機関を受診する患者が多

く、本来の救急患者の診療に支障をきたすこともあることから、救急医療

体制の体系的仕組みや適正な利用方法について普及啓発を図ることが必

要です。 

 

【救急医療（初期～第三次）】 

〔初期救急医療体制の推進〕 

○ 初期救急医療体制については、市町村等が地区医師会の協力を得て行う

在宅当番医制*（１７地区）や夜間・休日急病診療所*（２２箇所）により

実施しています。歯科については歯科急病診療所*（１３箇所）により実施

施策の現状・課題 

ａ．病院前救護 

〔ＡＥＤ*〕 

心肺機能停止患者の救命には、第一発見者など県民による速やかな一次

救命処置*（ＢＬＳ）が重要であり、これを踏まえ「千葉県ＡＥＤの使用及

び心肺蘇生法の実施の促進に関する条例」が施行されました。しかし、Ａ

ＥＤ使用率が低いことから、心肺蘇生法等の応急処置に関する知識や技

術、ＡＥＤの使用方法に関する更なる普及啓発が必要です。 

 

〔ドクターヘリ及びドクターカー〕 

また、救急患者の救命率向上を目的に、救急現場及び搬送途上で応急処

置を行うドクターカー*が、救命救急センター*のうち７箇所に整備されて

います。 

さらに、医師をいち早く現場に到着させ、速やかに治療を開始すること

を目的としたラピッドカー*が、３箇所に整備されています。 

 

〔救急搬送件数の増加〕 

救急車の搬送件数は、平成２８年が３１０，６０２件と３０万件を上回

っており、搬送される人数は、平成２８年で２７７，１６７人と増加傾向

にあり、急速な高齢化に伴いこの傾向は一層強まることが予想されます。

また、１１９番通報から医療機関に収容するまでの平均時間は、平成２８

年で４４．１分と依然として長時間であり、救急搬送時間を短縮するため

の対策が喫緊の課題となっています。 

 

また、千葉県における搬送困難事例（受入交渉回数５回以上又は現場滞

在時間３０分以上）の割合は、年々増加しています。この搬送困難事例を

減らすため、消防機関や医療機関といった関係機関と連携を図っていくこ

とが必要です。長時間搬送先が決まらない救急患者を一時的であっても受

け入れる医療機関を確保する搬送困難事例受入医療機関支援事業を千葉

保健医療圏において実施しています。 

 

さらに、救急隊と二次及び三次救急医療*機関との間における迅速な搬

送先の確保及び救急患者の円滑な搬送を図るため、救急医療機関の応需情

報*の集約化と情報提供及び救急隊と医療機関との間で患者搬送支援の調

整を行う救急コーディネーターを香取海匝地域に配置しています。 

 

また、軽症*の患者であっても二次や三次の救急医療機関を受診する患

者が多く、本来の救急患者の診療に支障をきたすこともあることから、救

急医療体制の体系的仕組みや適正な利用方法について普及啓発を図るこ

とが必要です。 

 

ｂ．救急医療（初期～第三次） 

〔初期救急医療体制の推進〕 

初期救急医療体制については、市町村等が地区医師会の協力を得て行う

在宅当番医制*（１６地区）や夜間・休日急病診療所*（２２箇所）により

実施しています。歯科については歯科急病診療所*（１３箇所）により実施



 
 

2 

 

しています。 

 

 

○ 平成２２年の救急隊による救急患者の搬送人員２４５，１６３人のう

ち、重症*患者は約９％、中等症*患者は約４０％、入院を必要としない軽

症患者が約５１％を占めています。 

しています。 

 

〔三次救急医療体制の整備〕 

○ 平成２７年の救急隊による救急患者の搬送人員２７１，７４５人のう

ち、死亡患者は、約１％、重症*患者は約７％、中等症*患者は約４２％、

入院を必要としない軽症患者が約５０％を占めています。 

しています。 

 

〔三次救急医療体制の整備〕 

平成２８年の救急隊による救急患者の搬送人員２７７，１６７人のう

ち、死亡患者は、約１％、重症*患者は約７％、中等症*患者は約４３％、

入院を必要としない軽症患者が約４９％を占めています。 

循環型地域医療連携システムの構築 

○ 救急に関する高度な医療等について、その頻度や高額医療機器の利用等

の理由からそれぞれの医療圏に設置されていなくても、全県下１箇所また

は数カ所程度の配置で対応可能と考えられる医療機能を有する医療機関

を、全県（複数圏域）対応型連携拠点病院として位置づけ、当該医療機関

の機能を明確化することにより、専門医や高額医療機器等の重複配置を避

け、医療機能の集中化を図り、効率的な医療を提供することを目指します。 

なお、全県（複数圏域）対応型救急医療連携拠点病院*は、救急医療に関

する専門的な助言・指導を行う機関としての位置付けもあります。 

また、位置付けるに当たっては、国等の各種基準により全県的な対応医

療機関として既に指定されている病院（① 特定機能病院*、②県立病院、

③国立病院（国立病院機構*、独立行政法人を含む）、④救急医療について

はドクターヘリ配置医療機関）に対して、対応可能な医療機能について確 

認し、その医療機関名を掲載しています。 

 

更にドクターヘリやドクターカーを積極的に活用することにより、患者

の救急医療施設への迅速・円滑な収容に努めています。 

循環型地域医療連携システムの構築 

○ 救急に関する高度な医療等について、その頻度や高額医療機器の利用等

の理由からそれぞれの医療圏に設置されていなくても、全県下１箇所また

は数カ所程度の配置で対応可能と考えられる医療機能を有する医療機関

を、全県（複数圏域）対応型連携拠点病院として位置づけ、当該医療機関

の機能を明確化することにより、専門医や高額医療機器等の重複配置を避

け、医療機能の集中化を図り、効率的な医療を提供することを目指します。 

  なお、全県（複数圏域）対応型救急医療連携拠点病院*は、救急医療に

関する専門的な助言・指導を行う機関としての位置付けもあります。 

また、位置付けるに当たっては、国等の各種基準により全県的な対応医

療機関として既に指定されている病院（①特定機能病院*、②県立病院、

③国立病院（国立病院機構*、独立行政法人を含む）、④救急医療について

はドクターヘリ配置医療機関）に対して、対応可能な医療機能について確

認し、その医療機関名を掲載しています。 

 

更にドクターヘリやドクターカーを積極的に活用することにより、患者

の救急医療施設への迅速・円滑な収容に努めています。 

循環型地域医療連携システムの構築 

高度で全県的な対応が可能な医療機関を全県（複数圏域）対応型救急医

療連携拠点病院*として位置づけ、救命救急センター等と連携し、県内の救

急医療水準の向上に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらにドクターヘリやドクターカーを積極的に活用することにより、患

者の救急医療施設への迅速・円滑な収容に努めています。 

施策の具体的展開 

【救急医療（初期～第三次）】 

〔三次救急医療体制の整備〕 

○ 高度救命救急センターである千葉県救急医療センターの機能の充実・強

化に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価指標 

〔基盤（ストラクチャー）〕 

施策の具体的展開 

【救急医療（初期～第三次）】 

〔三次救急医療体制の整備〕 

○ 高度救命救急センターである千葉県救急医療センターの機能の充実・強

化に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価指標 

〔基盤（ストラクチャー）〕 

施策の具体的展開 

ｂ．救急医療（初期～第三次） 

〔三次救急医療体制の整備〕 

○ 高度救命救急センターである千葉県救急医療センターと千葉県精神科

医療センターを統合して（仮称）千葉県総合救急災害医療センターを整備

することにより、身体・精神の合併症患者等の三次救急間の受入に係るコ

ーディネートを行い、県内救命救急センター等を結ぶネットワークのハブ

的役割を担っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価指標 

〔基盤（ストラクチャー）〕 
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指  標  名 現 状 目 標 

救命救急センター設置数 
１０箇所(７医療圏) 

（平成２４年度） 

１１箇所(９医療圏) 

（平成２７年度） 

ドクターカーを配備して

いる救命救急センター数 

５箇所 

（平成２４年度） 

９箇所 

（平成２７年度） 

医療施設従事医師数 

(救急科）(人口１０万対) 

１．５ 

（平成２０年） 

１．７ 

（平成２６年） 

ドクターヘリの出動回数 
１，０７３回 

（平成２１年度） 

１，２００回 

（平成２７年度） 

 

 

 

〔過程（プロセス）〕 

指  標  名 現 状 目 標 

救急隊覚知*からの医療機

関等収容所要時間の平均 

４２．６分 

（平成２２年） 

３０．０分 

(平成２７年) 

重症患者の救命救急セン

ターへの搬送割合 

９０．３％ 

（平成２１年） 

９５．０％ 

(平成２７年) 

 

 

 

 

 

 

 

〔結果（アウトカム）〕 

指  標  名 現 状 目 標 

心肺停止状態で見つかっ

た者（心原性*、目撃者有

り）の 1ヵ月後の生存率 

１１．１％ 

（平成２０年） 

２０．０％ 

(平成２７年) 

 

 

 

 

指  標  名 現 状 目 標 

救命講習等受講者数 
約１００，０００人 

（平成２７年度） 

約１１０，０００

人以上（平成３５

年度） 

ドクターカーを配備して

いる医療機関数（括弧内

は救命救急センター数：

内数） 

２０箇所（７） 

（平成２６年度、救命

救急センターは２８年

度） 

３０箇所（１０） 

（平成３５年度） 

医療施設従事医師数 

（救急科）（人口１０万

対） 

２．５人 

（平成２６年） 

増加 

（平成３５年度） 

救命救急センター設置数 
１３箇所 

（平成２９年度） 

１４箇所 

（平成３５年度） 

 

〔過程（プロセス）〕 

指  標  名 現 状 目 標 

心肺停止状態で見つかっ

た者（心原性*、目撃者有

り）のＡＥＤ使用率 

 

５．０％ 

（平成２７年） 

１０．０％以上 

（平成３５年度） 

救急隊と医療機関との平

均交渉回数 

１．３８回 

（平成２７年） 

１．３０回 

(平成３５年) 

搬送困難事例（受入交渉

回数５回以上又は現場滞

在時間３０分以上）の割

合 

２．２％ 

（平成２７年） 

２．０％ 

(平成３５年) 

 

〔結果（アウトカム）〕 

指  標  名 現 状 目 標 

心肺停止状態で見つかっ

た者（心原性*、目撃者

有り）の 1ヵ月後の生存

率 

１５．１％ 

（平成２７年） 

２０．０％以上 

(平成３５年) 

救急隊覚知*からの医療

機関等収容所要時間の平

均 

４４．６分 

（平成２７年） 

４０．０分 

(平成３５年) 
 

指  標  名 現状 目標 

救命講習等受講者数 
約１００，０００人 

（平成２７年度） 

約１１０，０００

人以上（平成３５

年度） 

ドクターカーを配備して

いる医療機関数（括弧内

は救命救急センター数：

内数） 

２１箇所（７） 

（平成２７年度、救命

救急センターは２８年

度） 

３０箇所（１０） 

（平成３５年度） 

医療施設従事医師数 

（救急科）（人口１０万

対） 

２．７人 

（平成２８年） 

増加 

（平成３５年） 

救命救急センター設置数 
１３箇所 

（平成２９年度） 

１４箇所 

（平成３５年度） 

 

〔過程（プロセス）〕 

指  標  名 現 状 目 標 

心肺停止状態で見つかっ

た者（心原性*、一般市民

の目撃者有り）のＡＥＤ

使用率 

５．０％ 

（平成２７年） 

１０．０％以上 

（平成３５年） 

救急隊と医療機関との平

均交渉回数 

１．３８回 

（平成２７年度） 

１．３０回 

(平成３５年度) 

搬送困難事例（受入交渉

回数５回以上又は現場滞

在時間３０分以上）の割

合 

１５．２％ 

（平成２７年度） 

１４．０％ 

(平成３５年度) 

 

〔結果（アウトカム）〕 

指  標  名 現 状 目 標 

心肺停止状態で見つかっ

た者（心原性*、一般市

民の目撃者有り）の 1ヵ

月後の生存率 

１５．１％ 

（平成２７年） 

２０．０％以上 

(平成３５年) 

救急隊覚知*からの医療

機関等収容所要時間の平

均 

４４．１分 

(平成２８年) 

４０．０分 

（平成３５年） 
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災害時における医療 1 

（ア）施策の現状・課題 2 

〔総論〕 3 

平成２３年３月に発生した東日本大震災では、広範囲に渡る被害により、ライフラ4 

インの途絶や燃料の不足、医薬品等の物資の不足などによって、医療機関の診療機能5 

へ影響がありましたが、これらの情報を災害医療に携わる関係者で情報共有が図るこ6 

とが困難でした。 7 

また、東日本大震災では、阪神・淡路大震災のような外傷や挫滅症候群＊等の傷病8 

者への救命医療ニーズが少なかった一方、津波災害により医療機関に甚大な被害が生9 

じたため、災害発生以後、数ヶ月単位の中長期にわたり、慢性疾患への対応を中心と10 

する医療や介護等の支援の必要性が生じ、そのため多くの医療救護班が現地に派遣さ11 

れたにもかかわらず、医療救護班の派遣調整体制が十分でなかったなどといった課題12 

が認識されました。 13 

本県については、阪神・淡路大震災のような外傷等に対する救命医療、あるいは東14 

日本大震災のような中長期にわたる慢性疾患への対応のいずれの事象についても発15 

生する可能性があり、災害時において円滑な医療提供が行える体制を整備する必要が16 

あります。 17 

大規模災害時においては大勢の死傷者が生じ、交通網、通信網、電気、ガス等のラ18 

イフラインが途絶するなど、県民生活に大きな混乱を引き起こすことが想定される中19 

で、迅速な医療救護活動を行い、被災者への適切な救護・救援活動を行うことが重要20 

です。 21 

 22 

〔災害医療体制の整備〕 23 

千葉県では大規模災害の発生に備え、千葉県地域防災計画、千葉県災害医療救護計24 

画等を策定し、災害時の医療救護体制を定めています。また、茨城県、埼玉県、さい25 

たま市、千葉市、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市及び千葉県の９都県市において26 

広域医療連携マニュアルを定め、広域的な医療連携を図ることとしています。 27 

 28 

〔災害拠点病院等の整備〕 29 

災害時においては、多くの医療機関の機能が停止又は低下することが予想されるこ30 

とから、被災地からの重症患者の受入機能、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ・ＣＬＤ31 

ＭＡＴ（以下「ＤＭＡＴ等」という。））＊及び医療救護班の派遣機能等を備え、広域32 

的な医療活動の拠点となる災害拠点病院*（２４箇所）を指定しています。 33 

災害時において、災害拠点病院とともに患者の受入れを行う救急病院（救急告示病34 

院、病院群輪番制病院）１７２箇所（平成２９年４月１日時点）を災害医療協力病院35 

＊としています。 36 

災害拠点病院では、被災地へのＤＭＡＴ等及び医療救護班の派遣、負傷者の受入な37 

どにおいて、災害時医療の中核として活動することとしています。 38 

 39 



 

- 2 - 

〔ＤＭＡＴ等及び医療救護班の体制整備〕 1 

「千葉県ＤＭＡＴ等*運営要綱」に基づき、被災地で救急治療等に対応できる機動2 

性を備え、専門的なトレーニングを受けたＤＭＡＴ等の派遣を要請し、被災地内にお3 

けるトリアージ＊や救命処置、患者を近隣・広域へ搬送する際における必要な観察・4 

処置、被災地内の病院における診療支援等の救護活動を実施することとしています。 5 

災害拠点病院の他、千葉県医師会、千葉県歯科医師会等の医療関係機関との間で締6 

結している災害時の医療救護活動に関する協定書に基づき、救護所等への医療救護班7 

の派遣を要請することとしています。 8 

 9 

〔医薬品等の備蓄体制の整備〕 10 

各健康福祉センターでは、医療救護活動に必要な応急医療資器材や災害用備蓄医薬11 

品を配備しており、被災地内に設置される救護所等に供給することとしています。 12 

 13 

〔防災訓練の実施〕 14 

災害時における医療救護活動については、ＤＭＡＴ等及び医療救護班の派遣、重症15 

患者の広域搬送、被災者への情報提供など迅速な対応が求められることから、平時よ16 

り医療機関、消防、警察、自衛隊等の関係機関間で協議し、災害時におけるそれぞれ17 

の役割や連絡体制等を予め決めておくとともに、防災訓練等を通じて連携を強化して18 

いく必要があります。 19 

 20 

〔医療施設の耐震化の促進〕 21 

県内の病院の耐震化率は平成２８年９月１日現在で７２．４％と低い状況であり、22 

また災害拠点病院の一部でも未耐震の建物が存在することから、耐震強化の対策を進23 

めることが必要です。 24 

 25 

（イ）循環型地域医療連携システムの構築 26 

各医療機関が患者の受入状況、ライフラインの稼働状況等の機能情報を「広域災害27 

救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）」をはじめ、衛星回線や無線等の複数の通信手段28 

を用いて情報提供することにより、関係機関間における情報の共有化を行い、患者の29 

搬送等迅速に対応できるようにします。 30 

 31 

災害時において、災害拠点病院、ＤＭＡＴ等、医療救護班、医師会（ＪＭＡＴ）、32 

消防機関、国立大学病院等の災害医療に携わる関係者が、相互に連携してそれぞれの33 

役割を遂行することができるよう、災害医療本部や救護本部を通じて活動を支援しま34 

す。 35 

救護所では、緊急搬送を必要とする重症患者等への応急措置、患者のトリアージ、36 

近隣の災害拠点病院や災害医療協力病院など、後方医療施設への転送の要否及び転送37 

順位の決定、軽症患者等に対する医療、避難所等への巡回診療、助産救護等を実施し38 

ます。 39 
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被災地内の災害拠点病院は、外部の災害拠点病院から派遣されたＤＭＡＴ等を受け1 

入れながら、重症患者等の受け入れを行うほか、後方病院への転送拠点としても機能2 

します。また、被災地においていち早く医療救護を実施することができることから、3 

救護所や地域の医療機関へのＤＭＡＴ等及び医療救護班の派遣を行います。 4 

被災地外の災害拠点病院は、ＤＭＡＴ等を派遣するとともに、被災地内の災害拠点5 

病院から重症患者を受け入れます。 6 

千葉県健康福祉部内に災害医療本部を設置した場合には、ドクターヘリは原則とし7 

て災害医療本部からの指示により出動することとされており、災害時には、医師、看8 

護師等医療従事者の派遣、重症患者の治療及び搬送、医薬品等医療資器材の搬送を行9 

います。 10 

11 
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応
急
手
当
を
適
切
に
行
う
こ
と
で
、
救
命
率
を
格
段
に
伸
ば
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

災
害
時
に
お
け
る
医
療
の
循
環
型
地
域
医
療
連
携
シ
ス
テ
ム
の
イ
メ
ー
ジ
図
（
災
害
発
生
直
後
）

Ｅ
Ｍ
ＩＳ

（
災
害
情
報
の
共
有
）

被 災 二 次 保 健 医 療 圏

①
緊
急
搬
送
を
必
要
と
す
る
重
症

患
者
へ
の
応
急
措
置

②
後
方
医
療
施
設
へ
の
転
送
の

要
否
及
び
転
送
順
位
の
決
定

③
軽
症
患
者
等
に
対
す
る
医
療

④
避
難
所
等
へ
の
巡
回
診
療

⑤
助
産
救
護

救
護
所

ト リ ア ー ジ

退
院

災
害
医
療
協
力
病
院

災
害
拠
点
病
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M

A
T
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定
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関
）

D
M
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T
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派
遣
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師
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T
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（
避
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所
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援
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会

○
応
急
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置
の
呼
び
か
け

・
バ
イ
ス
タ
ン
ダ
ー

・
医
療
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

自
宅

・
避
難
所

市
町
村
災
害
対
策
本
部

県
災

害
対

策
本

部

連 携

（
有
事
の
機
能
）

①
重
篤
救
急
患
者
の
救
命
医
療

②
広
域
搬
送
の
対
応
機
能

③
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
及
び
医
療
救
護
班
の
受
入
・
派
遣

④
地
域
医
療
機
関
へ
の
応
援

災
害
拠
点
病
院

(D
M

A
T
指
定
医
療
機
関
）

災
害
医
療
協
力
病
院

１

２

歯
科
医
師
会

航
空
搬
送
拠
点

Ｓ
Ｃ
Ｕ

他
都
道
府
県

健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

(保
健
所

)

災
害
医
療
本
部

（
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
調
整
本
部

・
派
遣
調
整
部

・
Ｄ
Ｐ
Ａ
Ｔ
調
整
本
部

）

市
救
護
本
部

・
合
同
救
護
本
部

看
護
協
会

接
骨
師
会

薬
剤
師
会

国
公
立
・
大
学
病
院

設 置

医
療
救
護
班

の
派
遣

医
療
関
係
団
体

連 携

連 携

D
M

A
T
・医
療
救
護
班
の
派
遣

(災
害
の
規
模
に
応
じ

)

日
本
赤
十
字

D
M

A
T
・医
療
救
護
班
の
派
遣

支
援
情
報
照
会

派 遣 要 請

患
者
搬
送
の
流
れ

D
M

A
T
・医
療
救
護
班
・Ｄ
Ｐ
Ａ
Ｔ
の
派
遣
の
流
れ

退
院

県
と
協
定

を
締
結
し

た
病
院
等

Ｄ
Ｐ
Ａ
Ｔ

の
派
遣

Ｄ
Ｐ
Ａ
Ｔ

の
派
遣

派
遣
要
請
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（ウ）施策の具体的展開 1 

〔災害医療体制の整備〕 2 

○ 県災害対策本部設置時に、健康福祉部内に県全体の医療対策を統括する「災害医3 

療本部」を設置し、被災地域における医療機関や救護所等の状況や医療ニーズ等の4 

情報を収集・把握するとともに、ＤＭＡＴ等及び医療救護班の派遣要請及び配置調5 

整、関係機関への支援要請等を行います。 6 

○ 県災害医療本部内に、県内で活動するすべてのＤＭＡＴ等の指揮及び調整を行う7 

「ＤＭＡＴ調整本部」を設置し、県内の病院等の被災情報を収集・把握するととも8 

に、災害拠点病院や他都道府県へＤＭＡＴの派遣要請、傷病者搬送のため受入病床9 

及び搬送手段の確保等を行います。 10 

○ 行政機関、医療機関、医療関係団体等が平時から地域における災害医療対策につ11 

いて協議する場として、健康福祉センター（保健所）所管区域または市単位で「地12 

域災害医療対策会議」を設置します。 13 

○ 健康福祉センター（保健所）所管区域を単位として、被災地域の救護活動を統一14 

的に実施するための活動拠点として「合同救護本部」を設置し、被災地内の医療機15 

関や救護所の状況、医療ニーズなどを把握・分析するとともに、派遣された救護チ16 

ーム等の活動調整や物資等の支援を行います。なお、千葉市、東葛北部・南部各市、17 

市原市にあっては市の救護本部で対応します。 18 

○ 医療救護活動を円滑に実施するため、二次医療圏ごとに医薬品や応急医療資器材19 

等を備蓄した健康福祉センター等の地域保健医療救護拠点を整備します。 20 

○ 災害時の救護所等における医療救護活動及び被災地外の医療機関における支援21 

体制等に関する医療救護マニュアルを整備します。 22 

 23 

〔ＥＭＩＳを活用した収集等〕 24 

○ 災害発生時における被災地内の医療機関の被災状況、患者転送の要請、医療スタ25 

ッフの要請等に関する情報及び被災地内外の医療機関の支援体制等について、ＥＭ26 

ＩＳを活用し、情報の収集・提供を図るとともに、関係機関における運用体制の充27 

実を図っていきます。 28 

○ インターネットを活用した医療機関や県民への情報提供を推進します。 29 

 30 

〔慢性疾患患者に対する医療救護体制の整備〕 31 

○ 人工透析を必要とする慢性疾患患者等の円滑な治療・収容を図るため、対応  32 

可能な災害医療協力病院を把握するとともに、ＥＭＩＳを活用し、患者の迅速な受33 

け入れ体制を確保します。 34 

 35 

〔航空機災害に対する医療救護体制の整備〕 36 

○ 成田空港及び周辺地域において航空機事故が発生した場合、円滑な医療救護活動37 

が行われるよう三郡医師会航空機対策協議会、三郡市歯科医師会航空機災害対策協38 

議会に対する助成を行います。 39 
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○ 医療関係機関及び市町村等との連絡体制を整備し、負傷者の広域搬送体制の充実1 

を図るなど、航空機災害に対応した医療救護体制の整備を進めます。 2 

 3 

〔災害拠点病院等の整備〕 4 

○ 災害時に重症傷病者等の受入れ及び広域医療搬送等に対応するなどの医療救護5 

活動の拠点となる災害拠点病院の施設・設備整備を図ります。また、千葉県救急医6 

療センターと千葉県精神科医療センターを統合して（仮称）千葉県総合救急災害医7 

療センターを整備することにより、高度救命救急医療及び精神科救急の機能を活用8 

するとともに、ＤＭＡＴ、ＤＰＡＴを同一病院内で運用できる機能や高度救命救急9 

医療の機能を活かし、災害医療に関する県の中心的役割を果たしていきます。 10 

○ 被災後、早期に診療機能を回復できるよう、業務継続計画（ＢＣＰ）を整備しま11 

す。また、整備された業務継続計画に基づき、被災した状況を想定した研修及び訓12 

練を実施し、更なる体制整備を図ります。 13 

 14 

〔ＤＭＡＴ等及び医療救護班の体制整備〕 15 

○ 大災害等の発生直後の急性期（概ね４８時間以内）に医療救護活動を開始できる16 

機動性を持ったＤＭＡＴ等を確保していますが、今後、すべての災害拠点病院に複17 

数のチームを整備するなどＤＭＡＴの派遣体制の更なる整備を図ります。 18 

○ 活動地域を千葉県内に限定したＣＬＤＭＡＴ（Chiba Limited DMAT）を養成して19 

おり、ＤＭＡＴと連携した活動を促進します。 20 

○ なお、患者を被災地外に搬送するための広域医療搬送拠点や、拠点内に患者を  21 

一時収容する航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）*を迅速に設置できるよう、   22 

ＤＭＡＴとの訓練を通じて、更なる体制整備を図ります。 23 

○ 県立病院、日本赤十字社、国立病院機構等において医療救護班を編成する他、災24 

害時の医療救護活動についての協定に基づき、千葉県医師会（ＪＭＡＴ）、千葉県25 

歯科医師会、千葉県看護協会、千葉県接骨師会、千葉県薬剤師会及び災害拠点病院26 

に対し、医療救護班の出動を要請することとしています。 27 

今後のこれらの医療救護活動の円滑な実施のために、各機関の連携体制等の強化28 

を進めます。 29 

 30 

〔精神科領域における災害医療体制の整備〕 31 

○ 精神科領域については、被災地域で活動できる災害派遣精神医療チーム（以下「Ｄ32 

ＰＡＴ」という。）の体制整備のため、養成研修・訓練を実施しています。災害時33 

には、ＤＭＡＴ等と協働できるよう、各種防災訓練等へも参加していく予定です。 34 

 35 

〔医薬品等の備蓄体制の整備〕 36 

○ 被災者の救命救急のための初期医療活動に必要な医薬品等を県庁薬務課及び各37 

健康福祉センターに備蓄します。 38 

○ 薬剤師会等の薬事関係団体との連携により、地域ごとの医薬品等の搬送・管理体39 

制を充実するとともに、全県的な体制の整備を図ります。 40 
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○ 県及び薬事関係団体が合同で、緊急輸送の実施訓練を行います。 1 

○ 災害時を想定して、常用薬の名称、用法、用量等を知っておくことの重要性や家2 

庭常備薬の必要性を啓発します。また、薬局で交付されるお薬手帳*は、災害時等に3 

服用薬等の医療情報を適切に伝えられることから、お薬手帳の常時携帯等について4 

も併せて啓発します。 5 

 6 

〔診療に必要な水・燃料の確保〕 7 

○ 災害発生により、ライフラインの途絶が長期間となった場合にも、診療機能が維8 

持できるよう災害対策本部と連携しながら水・燃料を確保します。 9 

 10 

〔防災訓練の実施〕 11 

○ 災害時における医療救護活動を円滑に行うため、救護所の設置・運営訓練、ＤＭ12 

ＡＴ活動訓練、大規模地震時医療活動訓練（航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）13 

設置・運営訓練）、災害用備蓄医薬品の輸送訓練、重症患者の後方病院搬送訓練、14 

消毒・防疫訓練、巡回歯科診療車（ビーバー号）による巡回等総合的な防災訓練を15 

実施します。 16 

 17 

〔医療施設の耐震化の促進〕 18 

○ 災害時に負傷者の受け入れ先となる災害拠点病院や災害医療協力病院等につい19 

て、耐震化の促進を図ります。 20 

 21 

（エ）施策の評価指標 22 

〔基盤（ストラクチャー）〕 23 

指  標  名 現状（平成２９年度） 目標（平成３５年度） 

災害派遣医療チーム 

（ＤＭＡＴ） 

・チームの数 

・構成員の数 

 

（ＣＬＤＭＡＴ） 

・チームの数 

・構成員の数 

 

災害派遣精神医療チ

ーム（ＤＰＡＴ） 

・チームの数 

・構成員の数 

 

 

４０チーム 

２２４名 

 

 

２３チーム 

１９７名 

 

 

 

１３チーム 

６７名 

 

 

５５チーム 

３００名 

 

 

３５チーム 

２５０名 

 

 

 

２１チーム 

９１名 

24 
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図表 2-1-1-2-7-1 千葉県内の災害拠点病院1 

 

東千葉メディカルセンター 

県循環器病センター 

日本医科大千葉北総病院(基幹) 

県救急医療センター  

東京慈恵医大附属柏病院 

成田赤十字病院  

県立佐原病院 

千葉大医学部附属病院 

亀田総合病院(基幹) 

安房地域医療センター 

国保君津中央病院(基幹) 

千葉市立海浜病院 

船橋市立医療センター  

国保旭中央病院(基幹) 

松戸市立総合医療センター 

帝京大ちば総合医療センター 

東京歯科大市川総合病院 

順天堂大学浦安病院 

東京女子医科大八千代医療センター 

基幹災害拠点病院（ ４箇所） 

 

地域災害拠点病院（２０箇所） 

 

 

千葉医療センター 

東京ベイ浦安市川医療センター 

東邦大医療センター佐倉病院 

千葉市立青葉病院 

千葉労災病院 

● 

● 

● 

● 

● 

● 
● 

● 
● 

● 

● 
● ● 

● 
● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

済生会習志野病院 
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図表 2-1-1-2-7-2 医療救護活動の体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被 災 地 
 

救護所等 
（市町村設置） 

 

他県・自衛隊等 
（ヘリコプター等） 

国立病院機構 
日赤千葉県支部 
千葉県医師会 
千葉県歯科医師会 
千葉県薬剤師会 
千葉県病院薬剤師会 
千葉県看護協会 
千葉県接骨師会 

日赤千葉県支部血液センター等 
（血液製剤） 

医療ボランティア 
（医師・歯科医師・ 
薬剤師・看護師） 

災害医療協力病院 
（人工透析患者等） 

病院・診療所 

トリアージ 

県外病院 
救命救急センター 
災害拠点病院 等 

政府災害対策本部 

厚生労働省 

九 

都 

県 

市 

 

県  

災  

害  

対  

策  

本  

部 

県
災
害
医
療
本
部
（
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
調
整
本
部
・
派
遣
救
護
部
・
Ｄ
Ｐ
Ａ
Ｔ
調
整
本
部
） 

搬送協力要請等 

医療救護班 

派遣要請 

千葉県立病院 
健康福祉センター 

医薬品卸業者（医薬品等） 

受付・登録 

医
療
救
護
班
派
遣 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
派
遣 

重
症
者
の
転
送 

重
症
者
の
搬
送 

災
害
派
遣
医
療
チ
ー
ム
（
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
）
及
び
医
療
救
護
班
派
遣 

相
互
応
援 

協
定
に
よ
る 

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）及び医療救護班の派遣要請 

ＤＭＡＴ、ＤＰＡＴ及び

医療救護班の派遣要請 

広域医療搬送 

（SCU設置） 

患
者
搬
送 

被害状況報告 
（ＤＭＡＴ、ＤＰＡＴ及び医療救護班派遣依頼） 

医
療
資
器
材
の
貸
出 

市町村災害対策本部 

派
遣
要
請 

（
災
害
救
助
法
適
用
） 被害状況等報告・派遣要請 

他都道府県 

市救護本部※１・合同救護本部※２ 

原則として市町村が実施 

医療救護班 

派遣命令 

災害派遣医療

チーム（ＤＭ

ＡＴ）及び医

療救護班派遣 

※１ 千葉、東葛北部、東葛南部及び市原保健医療圏において、各市で設置する救護本部 

※２ 印旛・香取・海匝・山武・長生・夷隅・安房・君津の各健康福祉センター（保健所） 

所管区域単位で設置する合同救護本部 

健康福祉センター 

（応急医療物資・医薬品等備蓄） 

医
薬
品
等
の
供
給 

災害拠点病院 
・基幹災害拠点病院 ４か所 
・地域災害拠点病院２０か所 

県と協定を締結した病院等 災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の派遣要請 

災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）派遣 

災
害
派
遣
精
神
医
療
チ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ａ
Ｔ
）
派
遣 

県外ＤＰＡＴチームの受入れ 
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【災害】新旧対照表 

現行計画 第 1回審議会案 第 2回審議会案 

施策の具体的展開 

〔災害拠点病院等の整備〕 

○ 災害時に重症傷病者等の受入れ及び広域医療搬送等に対応するなどの

医療救護活動の拠点となる災害拠点病院の施設・設備整備を図ります。 

 

 

 

 

 

 

記載なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載なし 

 

 

評価指標 

〔基盤（ストラクチャー）〕 

指  標  名 現 状 目 標 

災害拠点病院設置数 

１９箇所 

（９医療圏） 

（平成２２年度） 

各医療圏に２箇所以上 

（平成２７年度） 

災害派遣医療チーム 

（ＤＭＡＴ） 

・指定医療機関の数 

・チームの数 

・構成員の数 

 

１１箇所 

（８医療圏） 

１９チーム 

９８名 

（平成２２年度） 

 

１９箇所 

（９医療圏） 

３０チーム 

１５０名 

（平成２７年度） 

 

 

施策の具体的展開 

〔災害拠点病院等の整備〕 

○ 災害時に重症傷病者等の受入れ及び広域医療搬送等に対応するなどの

医療救護活動の拠点となる災害拠点病院の施設・設備整備を図ります。 

 

 

 

 

 

 

〔ＤＭＡＴ等及び医療救護班の体制整備〕 

○ 活動地域を千葉県内に限定したＣＬＤＭＡＴ（Chiba Limited DMAT）

を養成しており、ＤＭＡＴと連携して活動することとしています。 

 

〔精神科領域における災害医療体制の整備〕 

○ 精神科領域については、被災地域で活動できる災害派遣精神医療チー

ム（以下「ＤＰＡＴ」という。）の体制整備のため、養成研修・訓練を実

施しています。災害時には、ＤＭＡＴ等と協働できるよう、各種防災訓

練等へも参加していく予定です。 

また、災害拠点精神科病院については、今後指定について検討してい

きます。 

 

評価指標 

〔基盤（ストラクチャー）〕 

指  標  名 現 状 目 標 

災害派遣医療チーム 

（ＤＭＡＴ） 

・チームの数 

・構成員の数 

 

 

（ＣＬＤＭＡＴ） 

・チームの数 

・構成員の数 

 

 

４０チーム 

２２４名 

（平成２９年度） 

 

 

２３チーム 

１９７名 

（平成２９年度） 

 

 

５５チーム 

３００名 

（平成３５年度） 

 

 

３５チーム 

２５０名 

（平成３５年度） 

 

 

施策の具体的展開 

〔災害拠点病院等の整備〕 

○ 災害時に重症傷病者等の受入れ及び広域医療搬送等に対応するなどの

医療救護活動の拠点となる災害拠点病院の施設・設備整備を図ります。 

また、千葉県救急医療センターと千葉県精神科医療センターを統合し

て（仮称）千葉県総合救急災害医療センターを整備することにより、高

度救命救急医療及び精神科救急の機能を活用するとともに、DMAT、DPAT

を同一病院内で運用できる機能や高度救命救急医療の機能を活かし、災

害医療に関する県の中心的役割を果たしていきます。 

 

〔ＤＭＡＴ等及び医療救護班の体制整備〕 

○ 活動地域を千葉県内に限定したＣＬＤＭＡＴ（Chiba Limited DMAT）

を養成しており、ＤＭＡＴと連携した活動を促進します。 

 

〔精神科領域における災害医療体制の整備〕 

○ 精神科領域については、被災地域で活動できる災害派遣精神医療チー

ム（以下「ＤＰＡＴ」という。）の体制整備のため、養成研修・訓練を実

施しています。災害時には、ＤＭＡＴ等と協働できるよう、各種防災訓

練等へも参加していく予定です。 

 

 

 

評価指標 

〔基盤（ストラクチャー）〕 

指  標  名 現 状 目 標 

災害派遣医療チーム 

（ＤＭＡＴ） 

・チームの数 

・構成員の数 

 

 

（ＣＬＤＭＡＴ） 

・チームの数 

・構成員の数 

 

 

災害派遣精神医療チ
ーム（ＤＰＡＴ） 

・チームの数 

・構成員の数 

 

 

４０チーム 

２２４名 

（平成２９年度） 

 

 

２３チーム 

１９７名 

（平成２９年度） 

 

 

 

１３チーム 

６７名 

 

 

５５チーム 

３００名 

（平成３５年度） 

 

 

３５チーム 

２５０名 

（平成３５年度） 

 

 

 

２１チーム 

９１名 
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５ 県立病院が担うべき役割 1 

（ア）施策の現状・課題 2 

〔県立病院の現況〕 3 

現在、千葉県では、地方公営企業法全部適用＊の事業として病院局において管理・運営す4 

る高度・特殊な専門医療を取り扱う４病院（がんセンター・救急医療センター・精神科医5 

療センター・こども病院）、循環器に関する高度・特殊な専門医療と地域における中核医療6 

を行う病院（循環器病センター）、地域の中核医療を行う病院（佐原病院）の計６病院と、7 

指定管理者が管理・運営する特殊な専門医療を取り扱う１病院（千葉リハビリテーション8 

センター）、合わせて７病院を設置しています。 9 

各県立病院は担うべき使命が異なっていますが、それぞれの病院の機能・特性に応じて、10 

地域の将来的な医療需要や地域の医療提供体制などを踏まえた再編・ネットワーク化の検11 

討が求められています。 12 

これからの県立病院の方向性としては、千葉県立病院新改革プランや地域医療構想に沿13 

って、経営健全化や医療機能の見直しを図りつつ、県全体の医療提供体制の見直し等の議14 

論を見据え、その議論の中で県立病院が果たすべき役割を確立し、県民や市町村、関係団15 

体等に示していくことが不可欠です。 16 

 17 

〔循環型地域医療連携システムとこれを補完・拡充する全県と複数圏域に対応した医療〕 18 

千葉県では、がん、脳卒中等の疾病毎、また二次保健医療圏毎に構築された循環型地域19 

医療連携システム＊を通して、可能な限り地域で医療が完結できる体制を目指しています。 20 

二次保健医療圏毎に構築された循環型地域医療連携システムに加えて、地域を越えた対21 

応が必要な事案など当該システムを補完する役割が必要になってきます。 22 

例えば、県立病院には、圏域では対応できない医療の最後の砦としての役割とともに、23 

高度専門的見地から地域の医療機関を支援していく役割が求められます。 24 

また、こうした高度専門的な医療については、高度専門的技術をもつ人材の適正配置や、25 

高性能・高額な医療機器など施設・設備の重複配置をなくすなど集約化を図っていく必要26 

があり、こうした面からも、二次保健医療圏を越えた対応が必要です。 27 

健康づくり・予防、急性期＊医療、回復期＊医療、在宅医療、介護・福祉など、段階に応28 

じた循環型地域医療連携システムとこれを補完する高度専門的医療等の全県や複数圏域に29 

対応した医療を医療資源チームの一員として位置付けて、連携を図った保健・医療・福祉30 

の流れを構築することが重要です。 31 

 32 

〔県立病院が担うべき政策医療〕 33 

医療圏毎に構築された循環型地域医療連携システムを補完・拡充する機能、すなわち、34 

全県的見地で整備すべき全県や複数圏域に対応した医療機能については、県民の命を守る35 

ため、県として全力で取組むべき課題であることから、その責務を果たしうる県立病院の36 

役割を確立することを目指す必要があります。 37 

資料１－（６） 
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すなわち、県立病院が担うべき政策医療とは、がん、循環器などの高度専門医療など全1 

県や複数圏域を対象とした医療を中心とします。 2 

また、専門的見地から地域の医療機関への支援や、今後の医療のモデルとなるべき先進3 

的な取組み等も県立病院が担うべき医療です。 4 

もちろん、全県や複数圏域を対象とした医療機能については、県立病院のみが担うもの5 

ではありません。大学病院や国立病院機構、地域の中核的基幹病院等とも役割分担しなが6 

ら、全県や複数圏域を対象とした医療機能を担っていく必要があります。 7 

一方、二次保健医療圏で完結する一般医療については、全県的見地からの対応ではなく、8 

地域の実情を踏まえた医療提供体制を整備していく必要があることから、地域の民間病院9 

や市町村等が担うことが重要です。したがって、県立病院の持つ医療資源については、可10 

能な限り全県や複数圏域の見地から配分していくことが重要です。 11 

大規模災害発生時において、効果的な医療救護活動が行えるよう、県立病院は災害時医12 

療の中核的な医療活動を展開する必要があります。 13 

 14 

（イ）施策の具体的展開 15 

〔県立病院の将来方向〕 16 

○ 県立病院については、以上のような循環型地域医療連携システムを補完・拡充する機17 

能、すなわち、医療圏内で完結することができない高度専門的な医療について全県及び18 

複数圏域を対象とした医療機能を担っていくことを基本とします。また、県全体の医療19 

の質の向上のための人材育成と情報提供機能を担っていきます。 20 

○ 一方、これまで県立病院が担ってきた地域完結型の一般医療については、県民の理解21 

を求めながら、地域の実情に応じて小回りのきいた医療サービスが提供できるよう地域22 

の自治体等が中心となり、新たな医療提供体制の枠組みへの再構築を進めることとしま23 

す。 24 

○ 再構築にあたっては、循環型地域医療連携システムを踏まえるとともに、国の「新公25 

立病院改革ガイドライン＊」等を勘案して地域の自治体病院等の再編・ネットワーク化を26 

進めていきます。県は、新たな医療提供体制が整うまでは、これまで県立病院が担って27 

きた地域医療の水準が後退しないよう医師確保など十分に配慮しながら、こうした地域28 

の自治体等の取組を積極的に支援していきます。 29 

○ 災害に備え、医療救護活動に必要な応急医療資器材等の更なる整備や災害派遣医療チ30 

ーム（ＤＭＡＴ）＊、災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の派遣体制の強化を進めると31 

ともに、老朽化・狭隘化等が課題となっているがんセンター、救急医療センター、精神32 

科医療センター及び佐原病院の施設整備等を行い、県立病院の病院機能を一層強化し、33 

災害時医療救護活動等の機能を担っていきます。 34 

 35 

〔県立病院が担うべき具体的な医療機能〕 36 

○ 県立病院が担うべき具体的な医療機能については、以下のような機能が考えられます。 37 

なお、循環型地域医療連携システムを補完・拡充する機能を担うという県立病院の役38 

割分担を踏まえ、全県や複数圏域を対象としたがん医療、循環器医療、小児医療、リハ39 
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ビリテーション医療、救急医療、精神科医療等の高度専門的な医療などに取り組みます。 1 

 2 

（１）先端・高度専門的ながん医療と研究 3 

○ 県立病院は、千葉県がん対策推進計画に基づく、がんの予防、早期発見、がん医療の4 

充実、在宅緩和ケア＊の推進、がん患者や家族への相談支援、人材の育成、研究など、総5 

合的ながん対策の推進に積極的に協力します。 6 

  特に、県のがん対策の中核的役割を担う施設として、がん登録＊データの分析、千葉県7 

共用地域医療連携パス＊を活用した地域の医療機関との連携、診療支援医師の派遣調整、8 

医療従事者の研修、相談支援、情報提供等の充実強化を図ります。さらに、地域がん診9 

療連携拠点病院＊等に対し、情報提供、症例相談や診療支援を行うなど、都道府県がん診10 

療連携拠点病院（平成２９年１０月現在申請中）としての機能を担います。 11 

○ 急速な高齢化に伴って急増が見込まれるがん患者に対して、質の高いがん医療を提供12 

できるよう、がんセンターの新棟建設により増床と機能強化を図ります。特に、我が国13 

に多いがん（肺がん、胃がん、肝がん、大腸がん及び乳がん）については、集学的治   14 

療＊及び緩和ケア＊の体制をさらに整備し、標準的治療＊等がん患者の状態に応じた適切15 

な治療を行うほか、循環器疾患や糖尿病などの合併症を有する患者への対応や緩和ケア16 

の医療ニーズの増大などに対応していきます。それに加えて、県内に対応できる医療機17 

関が少ない希少がんについても対応していきます。 18 

○ 圏域では対応できない先進的で専門性や難易度の高いがん医療、例えば、専用のコン19 

ピュータを用いて、複数のビームを組み合わせることで放射線の強弱をつけ、腫瘍の形20 

に適した放射線治療を行うＩＭＲＴ（強度変調放射線治療）や胃がんや大腸がんに対す21 

る内視鏡的切除、鏡視下手術の実施、人間である術者の手の動きを忠実にロボット鉗子22 

が再現して行う「ロボット手術」、ゲノム医療への取り組みなど、先端・高度ながん治療23 

や低侵襲治療＊を提供します。 24 

  また、大学等と連携して、臨床試験・治験を通じた最先端医療の提供や新しい治療薬25 

の開発などに取り組む必要があり、臨床部門と研究部門が有機的な連携を図ることで、26 

これら医療の研究・開発機能を一層強化します。 27 

○ 患者の心と体を総合的に支援するため、地域の医療機関、在宅医療資源、ボランティ28 

アグループなどと連携し、地域で患者・家族を支える仕組みづくりに取り組んでいきま29 

す。 30 

○ 研究分野では、がんの発生メカニズムや抑制等の研究、創薬、治療法の開発、ゲノム31 

解析によるがん原因遺伝子等の探索、疫学調査に基づく予防等の研究など、基礎的な研32 

究成果の臨床応用研究を推進していきます。 33 

 34 

（２）高度専門的な循環器医療 35 

○ 脳血管疾患＊・心血管疾患等の循環器疾患の診断・治療は近年その発達が著しい分野で36 

あり、診断には種々の高額医療機器が必要で、治療に関しても開頭手術、血管内治療、37 

特殊な薬物治療などのように多様化、専門化している一方で、これらの全ての診断・治38 

療に対応できる施設は極めて限られています。県立病院は、圏域では対応できない高度39 

専門的で、難易度の高い循環器医療として、ガンマナイフ＊、３２０列ＣＴ装置＊等の専40 
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門機器の活用など、特殊な脳血管疾患・心血管疾患の診断・治療の機能を担っていく必1 

要があります。 2 

○ 急性期＊については、例えば、脳卒中という緊急性の高い疾患に対応するには、脳神経3 

外科医・神経内科医が常勤医として勤務し、２４時間３６５日対応可能な病院からなる4 

体制が必要です。また、心筋梗塞の急性期治療においても、循環器科医をはじめとした5 

医療従事者等の２４時間３６５日勤務体制が必要であり、さらに冠動脈撮影、心エコ－6 

等の高額医療機器も常時稼働可能な状況でなければなりません。こうした現状を踏まえ、7 

患者搬送ヘリの活用など医療圏を越えた強力なネットワークによるバックアップ体制8 

を構築することが求められており、その中核機能を担っていく必要があります。 9 

○ こうした中、循環器病センターは、循環器に係る高度専門医療を提供するとともに、10 

地域の一般医療も担っていますが、立地上の課題等から入院患者が減少傾向にあります。11 

また、近年、循環器病センターが所在する市原医療圏、隣接する山武長生夷隅医療圏に12 

相次いで救命救急センターが指定されたことなどを踏まえ、将来的な専門医療と地域医13 

療のそれぞれのあり方について、全県的な視点と当該地域の状況を踏まえて検討する必14 

要があります。 15 

 16 

（３）高度専門的なこども医療等と周産期医療 17 

○ 県立病院は、一般の医療機関で対応が困難な高度専門的で、難易度の高い各種の新生18 

児疾患や重度小児疾患等の治療を担っていく必要があります。また、全県的な小児科ネ19 

ットワークの中心的な存在としての機能を果たす必要があるほか、県全体の三次救急医20 

療＊を担うとともに、各圏域における小児救急医療体制の現状から必要に応じ、二次救急21 

医療＊体制を補完・バックアップする機能を担っていく必要があります。 22 

○ 一般的に小児の在宅医療は成人に比べ障害の程度が重く、高度な医療的管理が必要で23 

あるとともに、提供されるケアへの親の要求水準は高く、一方で社会資源は乏しいとい24 

う現状があります。このため、家族が行う医療的ケアへのサポートや関係機関との連絡25 

調整など小児在宅医療に対する支援を充実していきます。 26 

○ 異常新生児の治療については、胎児の段階からの対応、出産病院からの搬送によるリ27 

スク、搬送に伴う母子分離による母親の不安等を考慮すると、出生前、出生後の一貫し28 

た胎児・母体管理、分娩（出生）直後からの新生児治療を可能とする産科を交えた周産29 

期医療＊との一体的な展開が必要とされていることから、県立病院において周産期医療30 

に取り組みます。 31 

 32 

（４）高度専門的なリハビリテーション医療 33 

○ 県立病院は、個々の医療機関等では対応できない、高度な医学的リハビリテーション34 

（診断、治療、各種リハ療法、補装具作成、ソーシャルワークなど）から福祉サービス35 

を利用した社会復帰に至るまで、各ライフステージに沿った、包括的な総合リハビリテ36 

ーションセンター機能（相談、診察、治療、訓練、補装具＊製作、家屋改造指導、ご家族37 

への介護法などの指導、復学・復職や社会資源利用のお手伝い、地域との連携等を含む）38 

を担っていく必要があります。 39 

○ 特に、 40 
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・障害児に対する療育＊の提供（医療型障害児入所施設等の運営を含む） 1 

・重症化・重複障害化＊の脳血管障害者に対する効率的な訓練実施 2 

・脳外傷等による高次脳機能障害＊、脊髄損傷など、一般病院では対応しきれない障害に3 

対する専門的・包括的リハビリテーションの提供 4 

・障害児・者等に対するテクノエイド＊機能の整備 5 

・全身性骨・関節疾患（リウマチを含む）への医療・リハビリテーションの提供 6 

・四肢の切断患者等への義肢・装具の作製とリハビリテーションの提供 7 

・障害者・高齢者等の地域在宅生活の促進と維持のための多様な支援ネットワークの構8 

築 9 

等に取り組んでいます。 10 

○ また、千葉県リハビリテーション支援センター＊の機能を担い、①各二次保健医療圏に11 

指定される地域リハビリテーション広域支援センター＊に対する支援、②リハビリテー12 

ション資源の調査・情報収集、③関係団体との連絡調整、④リハビリテーション実施機13 

関等のネットワークの構築等の役割を一層果たしていきます。 14 

○ 千葉リハビリテーションセンターは、こうした県立施設としての機能・役割を果たし、15 

増加する県民ニーズにこたえるためには、高度な医療的ケアが必要な利用者のための医16 

療機能や個々の障害の状態に対応したリハビリテーション機能の充実などが求められ17 

ます。このため、施設の整備方針について関係機関や有識者等の意見を聞きながら検討18 

を行い、県民からの高いニーズに対応できる施設の整備に取り組みます。 19 

 20 

（５）全県や複数圏域を対象とした救急医療 21 

○ 県立病院は、他の救急医療機関での対応が困難な症例や、受け入れできない場合の受22 

け皿として、各分野の専門医が３６５日、２４時間体制で、心筋梗塞、脳卒中、多発外23 

傷等の重篤救急患者の治療にあたるとともに、高度救命救急センター＊として広範囲熱24 

傷、指肢切断、急性中毒等の特殊救急疾病患者の救命救急医療を担っていく必要があり25 

ます。また、各二次保健医療圏において、種々の要因により対応が困難となっている救26 

急患者の収容を日々調整・補完する機能を担う必要があります。さらに、精神科医療と27 

の連携により、一般診療科では対応困難な身体・精神科合併救急患者について、迅速か28 

つ適切な医療を提供していく必要があります。 29 

これらの課題に対応するため、救急医療センターと精神科医療センターを統合して、30 

（仮称）千葉県総合救急災害医療センターを整備し、機能強化を図っていきます。 31 

○ 県内の第三次救急医療機関や消防機関等とのネットワークづくりを進めるとともに、32 

救急医療情報の①収集、②分析・評価、③調整、④提供を行うセンターとしての機能を33 

担っていく必要があります。具体的には、救急患者の搬送をスムーズに行うための情報34 

ネットワークを三次医療＊機関や一部の二次医療＊機関と消防機関を含めた形で構築・管35 

理することで、多発外傷、全身熱傷、指肢切断などの重症外因性疾患、及び内因性疾患36 

の中でも解離性大動脈瘤＊や重症心筋梗塞、重症脳卒中など、緊急に専門的な対処が必要37 

な病態に関する応需情報＊などを関係機関が共有するとともに、必要に応じて、身体・精38 

神の合併症患者等の三次救急間の受入に係るコーディネートを行い、県内救命救急セン39 

ターを結ぶ「ハブ病院」機能を実現します。 40 
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○ 一方、救急医療体制の確立には、それに従事する医療従事者の確保・育成が大きな柱1 

となります。そこで、全県域を対象に、大学病院や他の救命救急センター等と連携して、2 

県立病院の持つ高度な救命救急医療技術に係る研修の実施等による支援を行うことが、3 

全県にわたる救急医療体制の確保を図る上で効果的です。 4 

 5 

（６）全県や複数圏域を対象とした精神科医療 6 

○ 自己の症状について的確妥当な判断が困難な状態にある精神障害者（特に措置入院患7 

者）は、公的な医療機関で医療保護を受けることが妥当とされ、「精神保健及び精神障害8 

者福祉に関する法律」第１９条の７の規定により、都道府県に精神科病院の設置が義務9 

づけられています。 10 

○ 特に、県立病院は、休日・夜間等において精神疾患の急激な発症や精神症状の急変等11 

により早急に適切な医療を必要とする患者への相談に応じ、迅速な診察の実施、精神科12 

医療施設の紹介及び必要な医療施設の確保を目的とした精神科救急医療システムの中13 

心的役割を担うセンターとして、急性期患者の２４時間体制での受け入れ機能とともに、14 

本人・家族、救急隊等からの直接相談等を受ける精神科救急情報センター＊（医療相談窓15 

口）機能を担っています。また、（仮称）千葉県総合救急災害医療センターの整備により、16 

一般診療科では対応困難な身体・精神科合併救急患者について、迅速かつ適切な医療を17 

提供していくほか、身体・精神科合併救急の全県ネットワークの構築を目指します。 18 

○ 「入院医療中心の治療体制から地域ケアを中心とする体制へ」という精神科医療の大19 

きな流れを先導するため、通院患者の継続医療のための様々な援助により患者の在宅復20 

帰を積極的に支援していきます。 21 

○ さらに、精神障害者の早期治療、社会復帰につなげるため、（仮称）千葉県総合救急災22 

害医療センターと同一施設内に再整備が予定されている千葉県精神保健福祉センター23 

と連携を図り、隙間のない精神保健福祉サービスを提供していきます。 24 

 25 

（７）災害医療 26 

○ 大規模災害発生時には、県立病院では災害拠点病院を中心に、各種災害医療の中核的27 

な役割を担う必要があります。 28 

○ 特に（仮称）千葉県総合救急災害医療センターでは、高度救命救急医療及び精神科救29 

急の機能を最大限に活用するとともに、ＤＭＡＴ、ＤＰＡＴを同一病院内で運用できる30 

機能を活かして身体・精神両面にわたる包括的な災害医療を提供します。 31 

○ さらに、他の医療機関や消防との連携のもと、大規模な自然災害のみならずテロ等の32 

人的災害の発生時においても、県の中心的災害医療センターとしてハブ的な役割を果た33 

していきます。 34 

 35 

（８）人材育成機能等 36 

○ 県立病院の有する様々な資源を活用した卒後臨床研修や平成３０年４月に開始される37 

予定である新たな専門医制度＊における専門研修を通じて、総合診療医の育成など全人38 

的で科学的根拠に基づいた医療を実践する多くの優秀な医師の育成機能を担う必要が39 

あります。 40 
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○ また、専門的医療に関する医療関係者に対する研修の実施や研究等を通じて県全体の1 

医療の質の向上に努めることも県立病院が担うべき機能の一つです。 2 

○ さらに、県立病院では、今後の医療のモデルとなるような先導的取組も担うべき機能3 

の一つです。団塊の世代全員が７５歳以上となる２０２５年を見据え、地域包括ケアシ4 

ステムを医療面から支援する、地域と連携した訪問診療・訪問看護などについてモデル5 

的に取り組んでいきます。 6 

 7 

（９）医療安全 8 

○ 県立病院では、県民に安全で良質な医療を提供できるよう、各病院に医療安全管理室9 

を設置し、副病院長等を医療安全管理の責任者とするなど体制の整備を図っているとこ10 

ろです。 11 

○ さらに、外部有識者で構成された医療安全監査委員会が、定期的に第三者の視点から12 

県立病院の医療安全管理体制を監査し、医療安全の推進を図っています。 13 

○ また、医療安全に関する透明性を確保するため、医療上の事故等の公表基準の策定、14 

内部通報制度の新設などを行ったところであり、これらの制度を活用して、安全・安心15 

を最優先に医療を提供していきます。 16 



1 

次期保健医療計画（県立病院）新旧対照表 

変更案 現行 

５ 県立病院が担うべき役割 

施策の現状・課題  

〔県立病院の現況〕 

○ 現在、千葉県では、地方公営企業法全部適用*の事業として病院

局において管理・運営する高度・特殊な専門医療を取り扱う４病

院（がんセンター・救急医療センター・精神科医療センター・こ

ども病院）、循環器に関する高度・特殊な専門医療と地域におけ

る中核医療を行う病院（循環器病センター）、地域の中核医療を

行う病院（佐原病院）の計６病院と、指定管理者が管理・運営す

る特殊な専門医療を取り扱う１病院（千葉リハビリテーションセ

ンター）、合わせて７病院を設置しています。 

○ 各県立病院は担うべき使命が異なっていますが、それぞれの病

院の機能・特性に応じて、地域の将来的な医療需要や地域の医療

提供体制などを踏まえた再編・ネットワーク化の検討が求められ

ています。 

○ これからの県立病院の方向性としては、千葉県立病院新改革プ

ランや地域医療構想に沿って、経営健全化や医療機能の見直しを

図りつつ、県全体の医療提供体制の見直し等の議論を見据え、そ

の議論の中で県立病院が果たすべき役割を確立し、県民や市町

村、関係団体等に示していくことが不可欠です。 

 

５ 県立病院が担うべき役割 

施策の現状・課題  

〔県立病院の現況〕 

○ 現在、千葉県では、地方公営企業法全部適用*の事業として病院

局において管理・運営する高度・特殊な専門医療を取り扱う４病

院（がんセンター・救急医療センター・精神科医療センター・こ

ども病院）、循環器に関する高度・特殊な専門医療と地域におけ

る中核医療を行う病院（循環器病センター）、地域の中核医療を

行う２病院（東金病院・佐原病院）の計７病院と、指定管理者が

管理・運営する特殊な専門医療を取り扱う１病院（リハビリテー

ションセンター）、合わせて８病院を設置しています。 

 

 

 

○ これからの県立病院の方向性としては、経営健全化や医療機能

の見直しを図りつつ、県全体の医療提供体制の見直し等の議論を

見据え、その議論の中で県立病院が果たすべき役割を確立し、県

民や市町村、関係団体等に示していくことが不可欠です。 

 

 

資料１－（７） 
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〔循環型地域医療連携システムとこれを補完・拡充する全県と複数

圏域に対応した医療〕 

〇 千葉県では、がん、脳卒中等の疾病毎、また二次保健医療圏毎

に構築された循環型地域医療連携システム*を通して、可能な限

り地域で医療が完結できる体制を目指しています。 

〇 二次保健医療圏毎に構築された循環型地域医療連携システム

に加えて、地域を越えた対応が必要な事案など当該システムを補

完する役割が必要になってきます。 

○ 例えば、県立病院には、圏域では対応できない医療の最後の砦

としての役割とともに、高度専門的見地から地域の医療機関を支

援していく役割が求められます。 

  また、こうした高度専門的な医療については、高度専門的技術

をもつ人材の適正配置や、高性能・高額な医療機器など施設・設

備の重複配置をなくすなど集約化を図っていく必要があり、こう

した面からも、二次保健医療圏を越えた対応が必要です。 

○ 健康づくり・予防、急性期*医療、回復期*医療、在宅医療、介

護・福祉など、段階に応じた循環型地域医療連携システムとこれ

を補完する高度専門的医療等の全県や複数圏域に対応した医療

を医療資源チームの一員として位置付けて、連携を図った保健・

医療・福祉の流れを構築することが重要です。 

 

 

 

 

 

〔循環型地域医療連携システムとこれを補完・拡充する全県と複数

圏域に対応した医療〕 

〇 千葉県では、がん、脳卒中等の疾病毎、また二次保健医療圏毎

に構築された循環型地域医療連携システム*を通して、可能な限

り地域で医療が完結できる体制を目指しています。 

〇 二次保健医療圏毎に構築された循環型地域医療連携システム

に加えて、地域を越えた対応が必要な事案など当該システムを補

完する役割が必要になってきます。 

○ 例えば、県立病院には、圏域では対応できない医療の最後の砦

としての役割とともに、高度専門的見地から地域の医療機関を支

援していく役割が求められます。 

  また、こうした高度専門的な医療については、高度専門的技術

をもつ人材の適正配置や、高性能・高額な医療機器など施設・設

備の重複配置をなくすなど集約化を図っていく必要があり、こう

した面からも、二次保健医療圏を越えた対応が必要です。 

○ 健康づくり・予防、急性期*医療、回復期*医療、在宅医療、介

護・福祉など、段階に応じた循環型地域医療連携システムとこれ

を補完する高度専門的医療等の全県や複数圏域に対応した医療

を医療資源チームの一員として位置付けて、連携を図った保健・

医療・福祉の流れを構築することが重要です。 
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〔県立病院が担うべき政策医療〕 

○ 医療圏毎に構築された循環型地域医療連携システムを補完・拡

充する機能、すなわち、全県的見地で整備すべき全県や複数圏域

に対応した医療機能については、県民の命を守るため、県として

全力で取組むべき課題であることから、その責務を果たしうる県

立病院の役割を確立することを目指す必要があります。 

○ すなわち、県立病院が担うべき政策医療とは、がん、循環器な

どの高度専門医療など全県や複数圏域を対象とした医療を中心

とします。 

また、専門的見地から、地域の医療機関への支援や、今後の医

療のモデルとなるべき先進的な取組み等も県立病院が担うべき

医療です。 

○ もちろん、全県や複数圏域を対象とした医療機能については、

県立病院のみが担うものではありません。大学病院や国立病院機

構、地域の中核的基幹病院等とも役割分担しながら、全県や複数

圏域を対象とした医療機能を担っていく必要があります。 

○ 一方、二次保健医療圏で完結する一般医療については、全県的

見地からの対応ではなく、地域の実情を踏まえた医療提供体制を

整備していく必要があることから、地域の民間病院や市町村等が

担うことが重要です。したがって、県立病院の持つ医療資源につ

いては、可能な限り全県や複数圏域の見地から配分していくこと

が重要です。 

○ 大規模災害発生時において、効果的な医療救護活動が行えるよ

う、県立病院は災害時医療の中核的な医療活動を展開する必要が

あります。 

〔県立病院が担うべき政策医療〕 

○ 医療圏毎に構築された循環型地域医療連携システムを補完・拡

充する機能、すなわち、全県的見地で整備すべき全県や複数圏域

に対応した医療機能については、県民の命を守るため、県として

全力で取組むべき課題であることから、その責務を果たしうる県

立病院の役割を確立することを目指す必要があります。 

○ すなわち、県立病院が担うべき政策医療とは、がん、循環器な

どの高度専門医療や三次救急医療*など全県や複数圏域を対象と

した医療を中心とします。 

また、専門的見地から地域の医療機関への支援や、今後の医療

のモデルとなるべき先進的な取組み等も県立病院が担うべき医

療です。 

○ もちろん、全県や複数圏域を対象とした医療機能については、

県立病院のみが担うものではありません。大学病院や国立病院機

構、地域の中核的基幹病院等とも役割分担しながら、全県や複数

圏域を対象とした医療機能を担っていく必要があります。 

○ 一方、二次保健医療圏で完結する一般医療については、全県的

見地からの対応ではなく、地域の実情を踏まえた医療提供体制を

整備していく必要があることから、地域の民間病院や市町村等が

担うことが重要です。したがって、県立病院の持つ医療資源につ

いては、可能な限り全県や複数圏域の見地から配分していくこと

が重要です。 

○ また、災害時において、災害拠点病院*である救急医療センタ

ー、循環器病センター、東金病院及び佐原病院をはじめとする県

立病院は、災害時医療の中核として活動する必要があります。 
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施策の具体的展開 

〔県立病院の将来方向〕 

○ 県立病院については、以上のような循環型地域医療連携システ

ムを補完・拡充する機能、すなわち、医療圏内で完結することが

できない高度専門的な医療について全県及び複数圏域を対象と

した医療機能を担っていくことを基本とします。また、県全体の

医療の質の向上のための人材育成と情報提供機能を担っていき

ます。 

○ 一方、これまで県立病院が担ってきた地域完結型の一般医療に

ついては、県民の理解を求めながら、地域の実情に応じて小回り

のきいた医療サービスが提供できるよう地域の自治体等が中心

となり、新たな医療提供体制の枠組みへの再構築を進めることと

します。 

○ 再構築にあたっては、循環型地域医療連携システムを踏まえる

とともに、国の「新公立病院改革ガイドライン*」等を勘案して地

域の自治体病院等の再編・ネットワーク化を進めていきます。県

は、新たな医療提供体制が整うまでは、これまで県立病院が担っ

てきた地域医療の水準が後退しないよう医師確保など十分に配

慮しながら、こうした地域の自治体等の取組を積極的に支援して

いきます。 

 

 

 

 

 

施策の具体的展開 

〔県立病院の将来方向〕 

○ 県立病院については、以上のような循環型地域医療連携システ

ムを補完・拡充する機能、すなわち、医療圏内で完結することが

できない高度専門的な医療について全県及び複数圏域を対象と

した医療機能を担っていくことを基本とします。また、県全体の

医療の質の向上のための人材育成と情報提供機能を担っていき

ます。 

○ 一方、これまで県立病院が担ってきた地域完結型の一般医療に

ついては、県民の理解を求めながら、地域の実情に応じて小回り

のきいた医療サービスが提供できるよう地域の自治体等が中心

となり、新たな医療提供体制の枠組みへの再構築を進めることと

します。 

○ 再構築にあたっては、循環型地域医療連携システムを踏まえる

とともに、国の「公立病院改革ガイドライン*」等を勘案して地域

の自治体病院等の再編・ネットワーク化を進めていきます。県は、

新たな医療提供体制が整うまでは、これまで県立病院が担ってき

た地域医療の水準が後退しないよう十分に配慮し、こうした地域

の自治体等の取組を積極的に支援していきます。 

 

○ 県立東金病院の医療機能を引き継ぐ病院として、東千葉メデ

ィカルセンターが平成２６年４月の開院を予定しています。県

立東金病院は東千葉メディカルセンターが開院するまでの間、

地域における役割を果たすように努めます。 
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○ 災害に備え、医療救護活動に必要な応急医療資器材等の更なる

整備や災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）*、、災害派遣精神医療チ

ーム（ＤＰＡＴ）の派遣体制の強化を進めるとともに、老朽化・

狭隘化等が課題となっているがんセンター、救急医療センター、

精神科医療センター及び佐原病院の施設整備等を行い、県立病院

の病院機能を一層強化し、災害時医療救護活動等の機能を担って

いきます。 

 

〔県立病院が担うべき具体的な医療機能〕 

○ 県立病院が担うべき具体的な医療機能については、以下のよう

な機能が考えられます。 

なお、循環型地域医療連携システムを補完・拡充する機能を担

うという県立病院の役割分担を踏まえ、全県や複数圏域を対象と

したがん医療、循環器医療、小児医療、リハビリテーション医療、

救急医療、精神科医療等の高度専門的な医療などに取り組みま

す。 

 

（１）先端・高度専門的ながん医療と研究 

○ 県立病院は、千葉県がん対策推進計画に基づく、がんの予防、

早期発見、がん医療の充実、在宅緩和ケア*の推進、がん患者や

家族への相談支援、人材の育成、研究など、総合的ながん対策の

推進に積極的に協力します。 

  特に、県のがん対策の中核的役割を担う施設として、がん登録
*データの分析、千葉県共用地域医療連携パス*を活用した地域の

医療機関との連携、診療支援医師の派遣調整、医療従事者の研修、

○ また、災害に備え、医療救護活動に必要な応急医療資器材等の

更なる整備や災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）*の派遣体制の強化

を進めるとともに、老朽化・狭隘化等が課題となっているがんセ

ンター、救急医療センター、精神科医療センター及び佐原病院の

施設整備等を行い、県立病院の病院機能を一層強化し、災害時医

療救護活動等の機能を担っていきます。 

 

 

〔県立病院が担うべき具体的な医療機能〕 

○ 県立病院が担うべき具体的な医療機能については、以下のよう

な機能が考えられます。 

なお、循環型地域医療連携システムにおける県立病院の役割分

担を踏まえ、全県や複数圏域を対象としたがん医療、循環器医療、

小児医療、リハビリテーション医療、救急医療、精神科医療等の

高度専門的な医療などに取り組みます。 

 

 

（１）先端・高度専門的ながん医療と研究 

○ 県立病院は、千葉県がん対策推進計画に基づく、がんの予防、

早期発見、がん医療の充実、在宅緩和ケア*の推進、がん患者や家

族への相談支援、人材の育成、研究など、総合的ながん対策の推

進に積極的に協力します。 

  特に、県のがん対策の中核的役割を担う施設として、がん登録
*データの分析、千葉県共用地域医療連携パス*を活用した地域の

医療機関との連携、診療支援医師の派遣調整、医療従事者の研修、
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相談支援、情報提供等の充実強化を図ります。さらに、地域がん

診療連携拠点病院*等に対し、情報提供、症例相談や診療支援を行

うなど、都道府県がん診療連携拠点病院（平成２９年１０月現在

申請中）としての機能を担います。 

○ 急速な高齢化に伴って急増が見込まれるがん患者に対して、質

の高いがん医療を提供できるよう、がんセンターの新棟建設によ

り増床と機能強化を図ります。特に、我が国に多いがん（肺がん、

胃がん、肝がん、大腸がん及び乳がん）については、集学的治療
*及び緩和ケア*の体制をさらに整備し、標準的治療*等がん患者の

状態に応じた適切な治療を行うほか、循環器疾患や糖尿病などの

合併症を有する患者への対応や緩和ケアの医療ニーズの増大な

どに対応していきます。それに加えて、県内に対応できる医療機

関が少ない希少がんについても対応していきます。 

○ 圏域では対応できない先進的で専門性や難易度の高いがん医

療、例えば、専用のコンピュータを用いて、複数のビームを組み

合わせることで放射線の強弱をつけ、腫瘍の形に適した放射線治

療を行うＩＭＲＴ（強度変調放射線治療）や胃がんや大腸がんに

対する内視鏡的切除、鏡視下手術の実施、人間である術者の手の

動きを忠実にロボット鉗子が再現して行う「ロボット手術」、ゲ

ノム医療への取り組みなど、先端・高度ながん治療や低侵襲治療
*を提供します。 

 また、大学等と連携して、臨床試験・治験を通じた最先端医療

の提供や新しい治療薬の開発などに取り組む必要があり、臨床部

門と研究部門が有機的な連携を図ることで、これら医療の研究・

開発機能を一層強化します。 

 

相談支援、情報提供等の充実強化を図ります。さらに、地域がん

診療連携拠点病院*等に対し、情報提供、症例相談や診療支援を行

うなど、都道府県がん診療連携拠点病院*としての機能を担いま

す。 

○ また、急速な高齢化に伴って急増が見込まれるがん患者に対し

て、質の高いがん医療を提供できるよう、特に、我が国に多いが

ん（肺がん、胃がん、肝がん、大腸がん及び乳がん）については、

集学的治療*及び緩和ケア*の体制をさらに整備し、標準的治療*等

がん患者の状態に応じた適切な治療を行います。それに加えて、

県内に対応できる医療機関が少ない希少がんについても対応で

きるよう、施設の整備を図ります。 

 

 

○ さらに、圏域では対応できない先進的で専門性や難易度の高い

がん医療、例えば、専用のコンピュータを用いて、複数のビーム

を組み合わせることで放射線の強弱をつけ、腫瘍の形に適した放

射線治療を行うＩＭＲＴ（強度変調放射線治療）や胃がんや大腸

がんに対する内視鏡的切除、鏡視下手術の積極的な導入、人間で

ある術者の手の動きを忠実にロボット鉗子が再現して行う「ロボ

ット手術」など、先端・高度ながん治療や低侵襲治療*を提供しま

す。 

 また、大学等と連携して、臨床試験を通じた最先端医療の提供

や新しい治療薬の開発などに取り組む必要があり、臨床部門と研

究部門が有機的な連携を図ることで、これら医療の研究・開発機

能を一層強化します。 
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○ 患者の心と体を総合的に支援するため、地域の医療機関、在宅

医療資源、ボランティアグループなどと連携し、地域で患者・家

族を支える仕組みづくりに取り組んでいきます。 

○ 研究分野では、がんの発生メカニズムや抑制等の研究、創薬、

治療法の開発、ゲノム解析によるがん原因遺伝子等の探索、疫学

調査に基づく予防等の研究など、基礎的な研究成果の臨床応用研

究を推進していきます。 

 

 

 

（２）高度専門的な循環器医療 

○ 脳血管疾患*・心血管疾患等の循環器疾患の診断・治療は近年そ

の発達が著しい分野であり、診断には種々の高額医療機器が必要

で、治療に関しても開頭手術、血管内治療、特殊な薬物治療など

のように多様化、専門化している一方で、これらの全ての診断・

治療に対応できる施設は極めて限られています。県立病院は、圏

域では対応できない高度専門的で、難易度の高い循環器医療とし

て、ガンマナイフ*、320列 CT装置*等の専門機器の活用など、特

殊な脳血管疾患・心血管疾患の診断・治療の機能を担っていく必

要があります。 

○ 急性期*については、例えば、脳卒中という緊急性の高い疾患に

対応するには、脳神経外科医・神経内科医が常勤医として勤務し、

２４時間３６５日対応可能な病院からなる体制が必要です。ま

た、心筋梗塞の急性期治療においても、循環器科医をはじめとし

た医療従事者等の２４時間３６５日勤務体制が必要であり、さら

○ また、患者の心と体を総合的に支援するため、地域の医療機関、

在宅医療資源、ボランティアグループなどと連携し、地域で患者・

家族を支える仕組みづくりに取り組んでいきます。 

○ さらには、がんの発症・予防に視点をおいたがん研究機能と生

活習慣病に係る疫学研究とを一体的に取り組み、生活習慣病と生

活習慣・体質情報・環境要因等の情報をリンクさせて解析するこ

とにより、効果的な予防から診断・治療方法を開発し、一人ひと

りの体質・状態に応じたオーダーメイド型健康・医療の研究機能

を担うことが必要です。 

 

（２）高度専門的な循環器医療 

○ 脳血管疾患*・心血管疾患等の循環器疾患の診断・治療は近年そ

の発達が著しい分野であり、診断には種々の高額医療機器が必要

で、治療に関しても開頭手術、血管内治療、特殊な薬物治療など

のように多様化、専門化している一方で、これらの全ての診断・

治療に対応できる施設は極めて限られています。県立病院は、圏

域では対応できない高度専門的で、難易度の高い循環器医療とし

て、ガンマナイフ*、320列 CT装置*等の専門機器の活用など、特

殊な脳血管疾患・心血管疾患の診断・治療の機能を担っていく必

要があります。 

○ 急性期*については、例えば、脳卒中という緊急性の高い疾患に

対応するには、２４時間３６５日体制を堅持する必要があります

が、脳神経外科医・神経内科医が常勤医として勤務する病院すら

限られている現状では、二次保健医療圏内でこの体制を維持する

ことは困難となっています。また、心筋梗塞の急性期治療におい
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に冠動脈撮影、心エコ－等の高額医療機器も常時稼働可能な状況

でなければなりません。こうした現状を踏まえ、患者搬送ヘリの

活用など医療圏を越えた強力なネットワークによるバックアッ

プ体制を構築することが求められており、その中核機能を担って

いく必要があります。 

 

 

○ こうした中、循環器病センターは、循環器に係る高度専門医療

を提供するとともに、地域の一般医療も担っていますが、立地上

の課題等から入院患者が減少傾向にあります。また、近年、循環

器病センターが所在する市原医療圏、隣接する山武長生夷隅医療

圏に相次いで救命救急センターが指定されたことなどを踏まえ、

将来的な専門医療と地域医療のそれぞれのあり方について、全県

的な視点と当該地域の状況を踏まえて検討する必要があります。 

 

（３）高度専門的なこども医療等と周産期医療 

○ 県立病院は、一般の医療機関で対応が困難な高度専門的で、難

易度の高い各種の新生児疾患や重度小児疾患等の治療を担って

いく必要があります。また、全県的な小児科ネットワークの中心

的な存在としての機能を果たす必要があるほか、県全体の三次救

急医療*を担うとともに、各圏域における小児救急医療体制の現

状から必要に応じ、二次救急医療*体制を補完・バックアップする

機能を担っていく必要があります。 

 

 

 

ても、循環器科医をはじめとした医療従事者等の２４時間３６５

日勤務態勢が必要であり、さらに冠動脈撮影、心エコ－等の高額

医療機器も常時稼働可能な状況でなければなりません。こうした

現状を踏まえ、患者搬送ヘリの活用など医療圏を越えた強力なネ

ットワークによるバックアップ体制を構築することが求められ

ており、その中核機能を担っていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）高度専門的なこども医療等と周産期医療 

○ 県立病院は、一般の医療機関で対応が困難な高度専門的で、難

易度の高い各種の新生児疾患や重度小児疾患等の治療を担って

いく必要があります。また、全県的な小児科ネットワークの中心

的な存在としての機能を果たす必要があるほか、県全体の三次救

急医療*を担うとともに、各圏域における小児救急医療体制の現

状から必要に応じ、二次救急医療*体制を補完・バックアップする

機能を担っていく必要があります。 
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○ 一般的に小児の在宅医療は成人に比べ障害の程度が重く、高度

な医療的管理が必要であるとともに、提供されるケアへの親の要

求水準は高く、一方で社会資源は乏しいという現状があります。

このため、家族が行う医療的ケアへのサポートや関係機関との連

絡調整など小児在宅医療に対する支援を充実していきます。 

○ 異常新生児の治療については、胎児の段階からの対応、出産病

院からの搬送によるリスク、搬送に伴う母子分離による母親の不

安等を考慮すると、出生前、出生後の一貫した胎児・母体管理、

分娩（出生）直後からの新生児治療を可能とする産科を交えた周

産期医療*との一体的な展開が必要とされていることから、県立

病院において周産期医療に取り組みます。 

 

（４）高度専門的なリハビリテーション医療 

○ 県立病院は、個々の医療機関等では対応できない、高度な医学

的リハビリテーション（診断、治療、各種リハ療法、補装具作成、

ソーシャルワークなど）から福祉サービスを利用した社会復帰に

至るまで、各ライフステージに沿った、包括的な総合リハビリテ

ーションセンター機能（相談、診察、治療、訓練、補装具*製作、

家屋改造指導、ご家族への介護法などの指導、復学・復職や社会

資源利用のお手伝い、地域との連携等を含む）を担っていく必要

があります。 

○ 特に、 

・障害児に対する療育*の提供（医療型障害児入所施設等の運営

を含む） 

 

○ 一般的に小児の在宅医療は成人に比べ障害の程度が重く、高度

な医療的管理が必要であるとともに、提供されるケアへの親の要

求水準は高く、一方で社会資源は乏しいという現状があります。

このため、家族が行う医療的ケアへのサポートや関係機関との連

絡調整など小児在宅医療に対する支援を充実していきます。 

○ 異常新生児の治療については、胎児の段階からの対応、出産病

院からの搬送によるリスク、搬送に伴う母子分離による母親の不

安等を考慮すると、出生前、出生後の一貫した胎児・母体管理、

分娩（出生）直後からの新生児治療を可能とする産科を交えた周

産期医療*との一体的な展開が必要とされていることから、県立

病院において周産期医療に取り組みます。 

 

（４）高度専門的なリハビリテーション医療 

○ 県立病院は、個々の医療機関等では対応できない、高度な医学

的リハビリテーション（診断、治療、各種リハ療法、補装具作成、

ソーシャルワークなど）から福祉を利用した社会復帰に至るま

で、各ライフステージに沿った、包括的な総合リハビリテーショ

ンセンター機能（相談、診察、治療、訓練、補装具*製作、家屋改

造指導、ご家族への介護法などの指導、復学・復職や社会資源利

用のお手伝い、地域との連携、等を含む）を担っていく必要があ

ります。 

○ 特に、 

・障害児に対する療育*の提供（肢体不自由児施設・重症心身障害

児施設等の運営を含む） 
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・重症化・重複障害化*の脳血管障害者に対する効率的な訓練実 

 施 

・脳外傷等による高次脳機能障害*、脊髄損傷など、一般病院では

対応しきれない障害に対する専門的・包括的リハビリテーショ

ンの提供 

・障害児・者等に対するテクノエイド*機能の整備 

・全身性骨・関節疾患（リウマチを含む）への医療・リハビリテ

ーションの提供 

・四肢の切断患者等への義肢・装具の作製とリハビリテーション

の提供 

・障害者・高齢者等の地域在宅生活の促進と維持のための多様な

支援ネットワークの構築 

等に取り組んでいます。 

○ また、千葉県リハビリテーション支援センター*の機能を担い、

①各二次保健医療圏に指定される地域リハビリテーション広域

支援センター*に対する支援、②リハビリテーション資源の調査・

情報収集、③関係団体との連絡調整、④リハビリテーション実施

機関等のネットワークの構築等の役割を一層果たしていきます。 

○ 千葉リハビリテーションセンターは、こうした県立施設として

の機能・役割を果たし、増加する県民ニーズにこたえるためには、

高度な医療的ケアが必要な利用者のための医療機能や個々の障

害の状態に対応したリハビリテーション機能の充実などが求め

られます。このため、施設の整備方針について関係機関や有識者

等の意見を聞きながら検討を行い、県民からの高いニーズに対応

できる施設の整備に取り組みます。 

・重症化・重複障害化*の脳血管障害者に対する効率的な訓練実 

 施 

・脳外傷等による高次脳機能障害*、脊髄損傷など、一般病院では

対応しきれない障害に対する専門的・包括的リハビリテーショ

ンの提供 

・障害児・者に対するテクノエイド*機能の整備 

・全身性骨・関節疾患（リウマチを含む）への医療・リハビリテ

ーションの提供 

・四肢の切断患者等への義肢・装具の作製とリハビリテーション

の提供 

・障害者・高齢者等の地域在宅生活の促進と維持のための多様な

支援ネットワークの構築 

等に取り組む必要があります。 

○ また、千葉県リハビリテーション支援センター*の機能を担い、

①各二次保健医療圏に指定される地域リハビリテーション広域

支援センター*に対する支援、②リハビリテーション資源の調査・

情報収集、③関係団体との連絡調整、④リハビリテーション実施

機関等のネットワークの構築等の役割を果たしていく必要があ

ります。 
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（５）全県や複数圏域を対象とした救急医療 

○ 県立病院は、他の救急医療機関での対応が困難な症例や、受け

入れできない場合の受け皿として、各分野の専門医が３６５日、

２４時間体制で、心筋梗塞、脳卒中、多発外傷等の重篤救急患者

の治療にあたるとともに、高度救命救急センター*として広範囲

熱傷、指肢切断、急性中毒等の特殊救急疾病患者の救命救急医療

を担っていく必要があります。また、各二次保健医療圏において、

種々の要因により対応が困難となっている救急患者の収容を

日々調整・補完する機能を担う必要があります。さらに、精神科

医療との連携により、一般診療科では対応困難な身体・精神科合

併救急患者について、迅速かつ適切な医療を提供していく必要が

あります。 

これらの課題に対応するため、救急医療センターと精神科医療

センターを統合して、（仮称）千葉県総合救急災害医療センター

を整備し、機能強化を図っていきます。 

○ 県内の第三次救急医療機関や消防機関等とのネットワークづ

くりを進めるとともに、救急医療情報の①収集、②分析・評価、

③調整、④提供を行うセンターとしての機能を担っていく必要が

あります。具体的には、救急患者の搬送をスムーズに行うための

情報ネットワークを三次医療*機関や一部の二次医療*機関と消防

機関を含めた形で構築・管理することで、多発外傷、全身熱傷、

指肢切断などの重症外因性疾患、及び内因性疾患の中でも解離性

大動脈瘤*や重症心筋梗塞、重症脳卒中など、緊急に専門的な対処

が必要な病態に関する応需情報*などを関係機関が共有するとと

もに、必要に応じて、身体・精神の合併症患者等の三次救急間の

（５）全県や複数圏域を対象とした救急医療 

○ 県立病院は、他の救急医療機関での対応が困難な症例や、受け

入れできない場合の受け皿として、各分野の専門医が３６５日、

２４時間体制で、心筋梗塞、脳卒中、多発外傷等の重篤救急患者

の治療にあたるとともに、高度救命救急センター*として広範囲

熱傷、指肢切断、急性中毒等の特殊救急疾病患者の救命救急医療

を担っていく必要があります。さらに、各二次保健医療圏におい

て、種々の要因により対応が困難となっている救急患者の収容を

日々調整・補完する機能を担う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

○ また、県内の第三次救急医療機関や消防機関等とのネットワー

クづくりを進めるとともに、救急医療情報の①収集、②分析・評

価、③調整、④提供を行うセンターとしての機能を担っていく必

要があります。具体的には、救急患者の搬送をスムーズに行うた

めの情報ネットワークを三次医療*機関や一部の二次医療*機関と

消防機関を含めた形で構築・管理することで、多発外傷、全身熱

傷、指肢切断などの重症外因性疾患、及び内因性疾患の中でも解

離性大動脈瘤*や重症心筋梗塞、重症 脳卒中など、緊急に専門的

な対処が必要な病態に関する応需情報*などを関係機関が共有す

るとともに、必要に応じて、患者の受入に係る調整も行うこと等
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受入に係るコーディネートを行い、県内救命救急センターを結ぶ

「ハブ病院」機能を実現します。 

○ 一方、救急医療体制の確立には、それに従事する医療従事者の

確保・育成が大きな柱となります。そこで、全県域を対象に、大

学病院や他の救命救急センター等と連携して、県立病院の持つ高

度な救命救急医療技術に係る研修の実施等による支援を行うこ

とが、全県にわたる救急医療体制の確保を図る上で効果的です。 

 

 

 

 

 

 

（６）全県や複数圏域を対象とした精神科医療 

○ 自己の症状について的確妥当な判断が困難な状態にある精神

障害者（特に措置入院患者）は、公的な医療機関で医療保護を受

けることが妥当とされ、「精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律」第１９条の７の規定により、都道府県に精神科病院の設置

が義務づけられています。 

○ 特に、県立病院は、休日・夜間等において精神疾患の急激な発

症や精神症状の急変等により早急に適切な医療を必要とする患

者への相談に応じ、迅速な診察の実施、精神科医療施設の紹介及

び必要な医療施設の確保を目的とした精神科救急医療システム

の中心的役割を担うセンターとして、急性期患者の２４時間体制

での受け入れ機能とともに、本人・家族、救急隊等からの直接相

を検討していきます。 

 

○ 一方、地域によっては、救急医療体制の脆弱性が深刻な課題と

なっていますが、救急医療体制の確立には、それに従事する医療

従事者の確保・育成が大きな柱となります。そこで、こうした地

域、必要によっては全県域を対象に、大学病院や他の救命救急セ

ンター等と連携して、県立病院の持つ高度な救命救急医療技術に

係る研修の実施等による支援を行うことが、各地域さらには全県

にわたる救急医療体制の確保を図る上で効果的です。 

○ さらに、高度救命救急医療の機能を最大限に活用し、種々の災

害（特に、多重事故、ＮＢＣ災害*、テロ等の人的災害）に関する

県の中心的災害医療センターとしての機能も担っていきます。 

 

（６）全県や複数圏域を対象とした精神科医療 

○ 自己の症状について的確妥当な判断が困難な状態にある精神

障害者（特に措置入院患者）は、公的な医療機関で医療保護を受

けることが妥当とされ、「精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律」第１９条の７の規定により、都道府県に精神科病院の設置

が義務づけられています。 

○ 特に、県立病院は、休日・夜間等において精神疾患の急激な発

症や精神症状の急変等により早急に適切な医療を必要とする患

者への相談に応じ、迅速な診察の実施、精神科医療施設の紹介及

び必要な医療施設の確保を目的とした精神科救急医療システム

の中心的役割を担うセンターとして、急性期患者の２４時間体制

での受け入れ機能とともに、本人・家族、救急隊等からの直接相
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談等を受ける精神科救急情報センター*（医療相談窓口）機能を担

っています。また、（仮称）千葉県総合救急災害医療センターの

整備により、一般診療科では対応困難な身体・精神科合併救急患

者について、迅速かつ適切な医療を提供していくほか、身体・精

神科合併救急の全県ネットワークの構築を目指します。 

○ 「入院医療中心の治療体制から地域ケアを中心とする体制へ」

という精神科医療の大きな流れを先導するため、通院患者の継続

医療のための様々な援助により患者の在宅復帰を積極的に支援

していきます。 

○ さらに、精神障害者の早期治療、社会復帰につなげるため、（仮

称）千葉県総合救急災害医療センターと同一施設内に再整備が予

定されている千葉県精神保健福祉センターと連携を図り、隙間の

ない精神保健福祉サービスを提供していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

談等を受ける精神科救急情報センター*（医療相談窓口）機能を担

っています。 

 

 

 

○ また、「入院医療中心の治療体制から地域ケアを中心とする体

制へ」という精神科医療の大きな流れを先導するため、通院患者

の継続医療のための様々な援助により患者の在宅復帰を積極的

に支援していきます。 

 

 

 

 

○ しかしながら、難治の患者は依然として多く、さらに、家族の

サポートを十分に得られない障害者が増加しており、これまで、

あまり問題とされなかった高齢の精神障害者の受け入れも重要

な課題となりつつあります。こうした問題の解決は病院単独でで

きるものではなく、様々な精神科関連機関の連携の下に進める必

要があり、県立病院は、その推進において中心的な役割を担って

いく必要があります。 
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（７）災害医療 

○ 大規模災害発生時には、県立病院では災害拠点病院を中心に、

各種災害医療の中核的な役割を担う必要があります。 

○ 特に（仮称）千葉県総合救急災害医療センターでは、高度救命

救急医療及び精神科救急の機能を最大限に活用するとともに、Ｄ

ＭＡＴ、ＤＰＡＴを同一病院内で運用できる機能を活かして身

体・精神両面にわたる包括的な災害医療を提供します。 

○ さらに、他の医療機関や消防との連携のもと、大規模な自然災

害のみならずテロ等の人的災害の発生時においても、県の中心的

災害医療センターとしてハブ的な役割を果たしていきます。 

 

（８）人材育成機能等 

○ 県立病院の有する様々な資源を活用した卒後臨床研修や平成

30 年 4 月に開始される予定である新たな専門医制度*における専

門研修を通じて、総合診療医の育成など全人的で科学的根拠に基

づいた医療を実践する多くの優秀な医師の育成機能を担う必要

があります。 

○ また、専門的医療に関する医療関係者に対する研修の実施や研

究等を通じて県全体の医療の質の向上に努めることも県立病院

が担うべき機能の一つです。 

○ さらに、県立病院では、今後の医療のモデルとなるような先導

的取組も担うべき機能の一つです。団塊の世代全員が７５歳以上

となる２０２５年を見据え、地域包括ケアシステムを医療面から

支援する、地域と連携した訪問診療・訪問看護などについてモデ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）人材育成機能等 

○ 県立病院の有する様々な資源を活用した卒後臨床研修やレジ

デント研修*を通じて、全人的で科学的根拠に基づいた医療を実

践する多くの優秀な医師の育成機能を担う必要があります。 

 

 

○ また、専門的医療に関する医療関係者に対する研修の実施や研

究等を通じて県全体の医療の質の向上に努めることも県立病院

が担うべき機能の一つです。 

○ さらに、県立病院では、今後の医療のモデルとなるような先導

的取組も担うべき機能の一つです。これまで、例えば、女性専用

外来の設置、先天性疾患に対する成人期の対応などを行ってきま

した。今後とも先導的な取組を進めていきます。 
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ル的に取り組んでいきます。 

 

（９）医療安全 

○ 県立病院では、県民に安全で良質な医療を提供できるよう、各

病院に医療安全管理室を設置し、副病院長等を医療安全管理の責

任者とするなど体制の整備を図っているところです。 

○ さらに、外部有識者で構成された医療安全監査委員会が、定期

的に第三者の視点から県立病院の医療安全管理体制を監査し、医

療安全の推進を図っています。 

○ また、医療安全に関する透明性を確保するため、医療上の事故

等の公表基準の策定、内部通報制度の新設などを行ったところで

あり、これらの制度を活用して、安全・安心を最優先に医療を提

供していきます。 

 

 

 


